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第１８回 桑名市就学前施設再編検討委員会会議録 

 

１ 日 時  平成２４年 ７月１９日（木） 午後３時３０分から 

 

２ 場 所  桑名市役所 北庁舎 ２階会議室 

 

３ 出席委員 学識経験者２名、自治会連合会２名、民生委員児童委員１名 

私立幼稚園２名、私立保育園３名      

公立幼稚園２名、公立保育所１名、公立小学校１名  

保健福祉部長、教育部長 

 

４ 欠席者  なし 

 

５ 出席職員 教育総務課長、社会福祉事務所長、子ども家庭課長、同主幹 

       学校・園再編推進室長、同主幹、同主査、同指導主事 

 

６ 議 事   

答申文案の検討について 

 

７ 傍聴人５名 

  

（教育総務課長） 

みなさまこんにちは。本日は、お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうご

ざいます。 

ただいまから第１８回就学前施設再編検討委員会を開催させていただきます。 

本日の資料でございますが、先日皆様からいただきました、修正（案）をもとに、

１７日検討委員会後、委員長、副委員長と協議をいたしまして答申案の修正を行

いました。それを本日机の上に置かせていただきました。桑名市就学前施設再編

に関する答申（案）で右肩に赤字で修正案の提出を受けて委員長修正と記したも

のでございます。 

みなさまございますでしょうか。よろしかったですか。 

 本日はこちらの資料で議論を進めさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 なお、前回１７回の会議録を本日机上に置かせていただく予定でしたが、一部印

刷が間に合っておりませんので、委員会終了時までには、お手元にお届けさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 
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今回委員会の日程が、非常につまっておりまして大変申し訳なく思っております

が、第１７回、１８回、１９回の議事録につきまして、今月中にご確認をいただ 

きまして、お返事をいただきますように重ねてお願いを申し上げます。 

それでは委員長さんよろしくお願いいたします。 

 

（委員長）   

  それでは第１８回の就学前施設再編検討委員会を始めたいというふうに思いま

す。通常ですと、ここで前回議事録の確認でございますけれども、今事務局から

ご説明がございましたように、一昨日の議事録でございましたので、全部印刷が

済んでないということでございます。この議事録については、今日の議事録も含

めまして、７月中ぐらいに、１回みなさんに確認していただいて、それで公開と

いうことにしていきたいというふうに思います。議事録については、その時にま

た読んでいただければというふうに思っております。 

ただ前回の議事ですので、議事録で確認が出来たわけではないんですけれども、

説明もございましたけれども、前回の議事録の内容を事務局の方とメモベースで

確認をしながら、その内容を含めて、一度ちょっと修正の文案を作ってみようじ

ゃないかと、みなさんから修正のご意見もいろいろといただいております。それ

をいただきましたので、それを含めて今回、委員長修正案というものをみなさん

の机の上に置かせていただいたわけであります。 

  今日からその答申の文案の検討に入らせていただきたいと思うんですが、まず

は全体の構成でございます。答申文案の１ページめくっていただきまして、はじ

めにというところに書かせていただきましたけれども、この本検討委員会の諮問

事項というのは、以下の５点でございます。 

 

○公立幼稚園の適正配置について 

○幼保一元化の取り組みについて 

○公立幼稚園における学級の適正規模と複数年保育について 

○私立と公立の共存について 

○その他の事項について 

 この５項目でありました。 

 

ところがこれは、ここの委員会で議論した順番とは違うんですね。この委員会

では、そもそも桑名っ子の根っこを育てるぞという共通の理念の実現に向けて、

そもそも適正規模とかは、どれくらいのクラスの規模が必要なのかということを、

合意するところから始まりました。ですからこの委員会の議論を素直に沿ってい

けば、おそらく例えば「公立幼稚園における学級の適正規模と複数年保育」とい
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うところが答申の一番最初にきてもいいのかなと思います。 

  しかしながら、これはあくまでも諮問事項に応じて、私たちとしては答申文案

を考えるということになりますので、あえて順番は諮問事項の順番どおりに今回

は、構成をさせていただいたということになります。 

  今日ですね、この案を見ながら、目次の順に文言のひとつひとつについて、み

なさんで検討を進めていければと思っています。諮問事項１つについて３０分ぐ

らいの時間で、それぞれ検討ができればなと思っています。 

  そして、次回週明け２３日でございますけれども、「その他の事項」については

前回ご議論をいただいたばかりでありますので、文言としては載せてありますけ

れども、これでいいかどうか。もう一度今日配っていただいた議事録を確認のう

え、文言の修正について、２３日にご意見をいただければと思います。２３日に

「その他事項」を検討した後、最後にもう１度全体を見直すという形で答申文案

を確定させていただきたいなと思っていますので、その点もご理解をいただきた

いと思っています。 

  具体的には、この答申文案の２ページ以降については、かなりいろいろとみな

さんからご意見があるんじゃないのかなと思いますが、この「はじめに」の部分

について、どうでしょうか。ここはこういうふうに変えた方がいいんじゃないだ

ろうかというご意見がございましたら是非お申し出をいただきたいと思うのです

が。具体的に何処をどういうふうに変えるべきだということで、ご意見いただけ

ればと思います。どうでございますでしょうか。 

また全体を通じて見直すという機会も２３日には設けたいと思っていますが。

全体を通じて見て、また「はじめに」というところの手直しの部分というところ

を考えなければいけないのかなと思うんですけれども。 

「はじめに」の部分についてこれは一昨日の検討段階でもあまり変更案はなかっ

たんですが、よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

  まず、検討に入る前に、前回委員会で私が事務局にお願いいたしました類似団

体の状況について、番号を附してお願いしますと、その回答をお願いしたいので

すが。 

 

（再編推進室主幹） 

  すみませんでした。いつ言ったらいいかなと思いつつ、こちらもすみませんで

した。この資料は内部資料ではなく、資料として、番号をつけてインターネット

の方にあげていきたいと思っております。 
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（委員） 

  この資料いただいてからホームページの方で確認をちょっとさせていただいた

わけですが、愛知県の小牧市、栃木県の佐野市、東京都の青梅市、静岡県の富士

宮市については、ここに記載されている以外の部分の助成がおそらくあるという

ふうに思いますので、もう１度ちょっと確認をしていただいて、確認ができれば

それも追加をして、公開していただきたいと思います。基本的には就園奨励費の

国が定めた基準以上の、例えば所得制限が引っ掛かっている人については一律い

くらとか、そういうのがあるというふうに思いますので、確認して追加をして公

開していただきたいと思います。お願いします。 

 

（再編推進室主幹） 

  もう一度市の名前をゆっくり言っていただいてよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

  愛知県の小牧市、栃木県の佐野市、東京都の青梅市、静岡県の富士宮市。 

 

（再編推進室主幹） 

  この市について、保護者への補助というのが、他にもあるのではないかという

ことでしょうか。 

 

（委員） 

  就園奨励費は所得制限ございますが、所得制限にひっかかって本来対象になっ

ていない世帯に助成がなされているのではないかというふうに思います。 

 

（再編推進室主幹） 

  一応市の方にきちんと聞きまして、返答をいただいて、そのままここに載せて

いるというような状況なんですが、再度確認をするということでよろしいでしょ

うか。 

 

（委員） 

  私はホームページで確認させていただいています。ただ市の担当者が正しいの

かホームページが正しいのかわかりませんけれども。ご確認お願いしたいと思い

ます。 

 

（再編推進室主幹） 

  再度、ここへいただいた返事とホームページで調べていただいたところくい違
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いがあるようだけれども、どうなっているのかという確認をさせていただきたい

と思います。 

 

（委員長） 

  それは尐し確認をしてみて下さい。ただこれは資料ナンバーを振って公開をす

るということにしたいということであります。 

  答申文案の２ページのところに入っていってよろしいでしょうか。 

「公立幼稚園の適正配置について」これは大きくは４つ、通園方法まで（４）ま

であります。内容が非常に多いので、これについては（１）だけ（２）だけとい

う形でそれぞれのパーツでこれから文言ごとに議論をしていきたいと思います。 

資料の見方というか、構成の仕方みたいなことを含めて、事務局の方にご説明い

ただけますでしょうか。お願いします。 

 

（再編推進室指導主事） 

  まず、公立幼稚園の適正配置についての（１）公立幼稚園の現状についてとい

うところでございますが、まさしく現状について書かせていただいたというよう

な構成でございます。 

最後の方の３行にありますように、近年の尐子化、就労を希望する保護者の増

加に伴って、半数程度の園で１学級の人数が２０人に満たないという状況もある

中で、子どもたちの社会性を育むためにふさわしい園児数の確保が難しい状況に

あるというようなことを、資料についているという形になっております。 

合わせて修正の案の方のお話もさせていただきますと、まず前回にお配りした修

正案の一覧の方でございます。お忙しい中、お出しいただきましてありがとうご

ざいました。 

  まず２ページの方でございますと、具体的に修正案文の中でということでいた

だいているのは、委員の方から小学校との連携を密にしたというあたりで、小学

校併設まるでよいという部分がございます。同じく２ページの保育所の連携を密

にしたという部分でも、バス通園をしているまるでよいのではというようなお話

をいただいています。こちらの方をお受けしまして、先ほどありましたように委

員長、副委員長とも協議させていただいて、公立幼稚園の現状の中で先ほどの部

分ですが、幼小７年の部分、線の引いてある部分のところや保育所との連携とい

う部分については抜いても意味は十分に通じるのではないかということで削除を

していかがかなということでまず（１）のご説明とさせていただきます。以上で

ございます。 

 

（委員長） 
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  という公立幼稚園の現状ということでありますが、ここについてどうでしょう。

最終的に１回読み上げてみてください。 

 

（再編推進室指導主事） 

  読み上げの方させていただきます。 

 １ 公立幼稚園の適正配置について 

（１）公立幼稚園の現状について 

  桑名市では平成１６年に旧桑名市、多度町、長島町の１市２町の合併があり、

公立幼稚園の現状も、３地区それぞれに特徴がある。 

平成２４年４月１日現在、桑名市の公立幼稚園は、桑名地区に１９園、多度地区

に 1園、長島地区に４園の計２４園が設置されている。しかしながら、園児数の

減尐により桑名地区で２園が休園となっている。 

桑名地区においては、1 小学校区 1 園（星見ケ丘小学校区を除く）となってお

り、小学校併設で設置されている。５歳児は小学生と共に分団登園をしており、

園長、教頭、養護教諭等は小学校と兼務している。 

多度地区では、小学校４校に対し幼稚園は 1園で、公立保育所と隣接して立地

している。登降園は保育所児と共にバス通園をしている。 

長島地区は、小学校３校に対し幼稚園は４園で、小学校の近隣ではあるが、独

立園として設置されている。 

このような中、近年の尐子化や就労を希望する保護者の増加等に伴い、半数程

度の園で 1学級の人数が２０人に満たない状況となるなど、子どもたちの社会性

を育むためにふさわしい園児数の確保が難しい状況にある。【資料１】 

申し訳ございません。以前地域という言葉を使わせていただいていたのですが、

他の公的な文書との整合性を改めて見ておりますと、地区という言い方が合うか

ということですので、そちらは語句の修正ということでお願いできたら、あわせ

てよろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 （１）公立幼稚園の現状についてここの部分の文言についてはいかがでしょう。 

 

（委員） 

  地区の言葉について教えていただきたいんですけれども、桑名地区を桑名地区

と呼び、多度地区を多度地区と呼ぶことで。桑名地区を桑名地区と呼ぶことで、

多度地区長島地区の方は怒らないわけですよね。整合性とおっしゃっていただい

た部分で、どういう文書でどういうものが使われているのか教えていただければ

と思います。 
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（再編推進室指導主事） 

  おっしゃっていることはよく分かります。同じ桑名市ですので桑名地区とか長

島地区とかいう言い方はいかがかというお話かと思いますが、一応政策課等で確

認させていただいた中では、桑名地区とか多度地区とかというようなところで整

理をしているところもあるということですので、そのようなことで大きな誤解は

ないだろうと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

  わかりました。 

 

（委員） 

  ５歳児は小学生と共に分団登園して、園長、教頭、養護教諭等は小学校と兼務

しているというふうに記載されていますけれども、事実であると思うんですが、

これが独立園になったときに、これは単独の教員を配置しますよという意思の表

れにも見えるんですけども。当然独立園になったときは、近隣の市町村の職員の

配置等も調べていただいて、養護教諭はいるに越したことはないと思いますが、

実際養護教諭単独で配置されている市町村は尐ないと思いますので。養護教諭を

配置するのであれば、主任の先生を減らすとか、そういう対応をしていただきた

いと思います。 

 

（委員長） 

  現状の部分ということから言えばこれでよろしいですかね。 

 

（教育部長） 

  公立幼稚園の現状ということでございますので、今７年教育について削除とい

うことでございますが、現状としましては先回も申し上げましたけれども、私ど

も桑名市の売りの一つでございますので、公立幼稚園の現状として書くならば、

やはり７年教育については現状としてございますので入れていただけないかなと

思うのと、小学校併設という言葉なんですが、小学校に併設して設置されている

という書き方の方がいいんじゃないのかなと思いますが。 

 

（委員長） 

  小学校に併設して設置されていると。それから７年教育の話については、今委

員から、これは桑名地区の一つの売りの部分だから、これは残してほしいなとい

う話でありましたけれども、その点についてはいかがでしょうか。 
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（委員） 

  ７年教育について。ほんとに７年教育だったのか、たまたま両者が同じ敷地に

いたのか、その辺の証明といいますか認識と言いますか、そのへんを説明せよと

言われた場合、われわれはどのように説明したらいいでしょうか。 

 

（教育部長） 

  現状でございますので。あくまでも現状ということで認識していただければと

思います。 

 

（委員） 

  たまたまそこに二者が園と小学校があって、いかにして連携しているのかは、

極めて主観的なことではないのかなと思うんですが。そこを市民の方がお尋ねに

なったら、われわれはどのようにお答えすればよいのですか。 

 

（教育部長） 

  今のお答えになるかどうか。これは認識されている状況ではないかなと思いま

す。実際のところいくつかの行事も一緒にやっておりますし、幼稚園との行き来

というのも当然小学校にもございますので、その辺りは十分説明もありますし。

これは桑名の市民の方々はある程度は認識していただいている範疇ではないのか

なと思いますが。これが廃止していくということについてはもちろんこれからの

話ですけれども、現状としては今申し上げる通りかと思います。 

 

（委員） 

  例えば、お年寄りの皆さんが、幼稚園が小学校にくっついているのだからここ

７年みたいなもんよという会話は当然出てくると思うんですけれども、行政の主

観としてこれは幼小７年教育ですというのはいかがなものかと。そこのところの

説明はそうなっているからねということで十分であるかどうかについて説明の文

言のアイディアをいただければ幸いです。 

 

（委員長） 

  なるほど。どうでしょうか。具体的に言えば、これから出てきますけれども、

その部分をどうやって今後に活かしていくか、この理念をあれですね、委員さん

の修正のところにもありますけれど、言ってみれば私立を含めて連携していくこ

とは当然のことなんだから、どっか後ろの方に書いておかなければまずいだろう

なと思うんです。そうじゃないと、今桑名地区で幼小７年教育というのがあって

というふうに地元の方に認識されていて、それをある意味今後１１園ないし５園
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というかたちで原則保護者送迎にして変えていくということになっても、私立さ

んも含めた幼小の７年教育ということをこれからも努力するよという文言が他の

部分で必要になってくるというふうにも思いますが。 

 

（教育部長） 

  私も今委員からありましたように、やはり公立としては現状こうだということ

で、私立さん公立、当然ながら保幼小の、特に幼小の、小１プロブレムという話

もございますが、そのあたりの部分については大変重要な話になってくると思い

ますが、これはこの間、委員さんからも公立私立を抜きにして小学校との連携は

非常に重要なんだというお話も伺っておりますので、当然ながらということです

けど、現状としてはここは今ある姿を書いていただくのは通例かなと感じている

ところであります。 

 

（委員） 

  あくまでも私の主観は別として、主観もあることはありますけれど、市民のみ

なさんがそのように理解してくださっていればそれでいいんですけれども、例え

ば市民のみなさんを対象にして評価をしたとか、もし具体的な例があって幼小７

年教育とうたっているということであればいいんですが、その辺の情報がありま

したら教えていただきたいです。 

 

（委員） 

  今、現に公立の幼稚園と小学校がどのように連携しているかという話はずっと

できるんですけど、それを現状として書いてもらっている部分でそれがいるのか

なということを思うんですが、例えば避難訓練をしたときには、必ず小学校の子

が幼稚園の子を迎えに行って避難場所に連れて行くとか、入学前には幼稚園の子

が小学校へ行って授業を受けるとかそのようなこと、それから行事とかは全部一

緒にしておりますし、７年間の教育というのは実際に行われているとは思います。 

 

（委員） 

  私立幼稚園としてはですね、この７年教育という言葉に非常にアレルギーがご

ざいます。それはなぜかと言いますと、私立幼稚園は３年保育をしていて、年尐

年中年長と上がっていってやはり年長がそれまでの教育の姿が表れてくる。その

ときに過去公立幼稚園の関係者の方々が「桑名市は７年教育なんだから」という

ことで一軒一軒募集をされたと。７年教育というのは非常にアレルギーがあると

いうことで、ご理解いただきたいと思います。 
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（委員長） 

  ただどうなんでしょうか、現状ということから言うと、実際委員会の中であり

ましたけれど、７年教育という話を個別訪問でしたかどうかは別にして、実際や

っているということから言うと、その表現を活かすというのもありかなと思うん

ですよ。というのは、ただここの議論にもありましたし先ほども言いましたけれ

ども、それをこれから実質小学校に、私立の小学校に行かれる方は別として、保

幼小で一体的なことを進めていかなければいけない。「公立幼稚園の再編に伴っ

て」という文言は、今の話で言うと、またどこかで書き込む必要はあるだろうと

思いますけれど、現状としてはこの７年教育という言葉を委員は活かしたいなと

いうお話なんですね。そこんところなんですけれど。 

 

（委員） 

  提案でございますけれど「同じ敷地内に幼稚園と小学校を設置して」というの

はいかがでしょうか。「同じ敷地内に幼稚園と小学校を設置して保育を進めてい

る。」 

 

（委員長） 

 「桑名地区においては、１小学校区１園となっており、同じ敷地内に幼稚園と小

学校が設置されている。」７年というのは厳しいですか。 

 

（委員） 

  それほどこだわるところでもないような気もするんですけれど、それを売りに

してきましたということについて極めて主観的であるんではないかなというとこ

ろに疑問を思うところであります。客観的にと言ってどう客観的かということは

わからないんですが、市民のみなさんの５割が言えばいいのか、９割が言えばい

いのかということになるかとは思いますけれど。 

 

（教育部長） 

  今、委員さんがおっしゃるようなことも当然含んで考えなければいけないなと

思いますので、小学校との連携を密にしたという部分がやっていることはやって

いるんですけれど、その辺が敷地上、今お話のあったようなかたちで「幼小７年

教育として保育を進めている」というのはどうですか。これは客観的に言えるか

どうかということは委員さんからありましたけど、事実としては現状でございま

すので。これからどうやって書くかは検討委員会で議論してきましたよね。 

 

（副委員長） 
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  たまたま桑名の就学前施設の再編の話をしていたんですが、公立と私立があっ

て、そして保育園と幼稚園があって、だいたい小学校は公立に行く、私立の小学

校に行く、どちらにしても義務教育というかたちで小学校からきちんとしたいわ

ゆる１年生から始まるわけなんですね。就学前には保育園もあるし幼稚園もある

し、どっちも行かない子もいるわけですけれども。例えば付属病院がありまして、

そこに入院している子というのはうちの学生が勉強というか、絵を描いたりする

みたいなことをやっていたんですね。子どもたちが学びたいという気持ちを引き

出すというのが大事なことで、それが保育園であったって、幼稚園であったって

年齢に応じた家庭に応じた子どもに応じた教育を充実させていくこと、それがこ

この桑名の就学前の施設の最も基本になっていることだと私は思っているんです。 

私立だから公立だからということではなくて、公立幼稚園の適正配置はというこ

とはこれは公立幼稚園だからということではなくて、私立の幼稚園もあるし、私

立の保育園も公立の保育所も公立の幼稚園も、行ってない子もいるんですから、

こういうようなこと全てをどうするかという、そういう大きな皆さん方のそれぞ

れのお一人お一人の考えの中で、それでじゃあ公立幼稚園はっていうふうにとえ

らが出てきていると思うんですよね。根っこのところは桑名の子どもっていう部

分で。そういうようなことを考えていきましたら、桑名の公立の教育は７年教育

というのはこれはちょっとおかしいかなと。桑名の小学校１年生から責任がある

わけで、当然その前も責任はありますよ。だけど７年教育と言ったらこれはちょ

っとおかしいかなという気が私は直感的なんですけど。理屈きちんと説明をと言

われたら難しいんですけども、ちょっと疑問が出てきます。小学校に併設してい

る公立の幼稚園もようけあるわけですよ。桑名は併設しているかもしれない。こ

こで桑名はっていうことで言うと、桑名が特殊ということではなくって、私は桑

名っていうのは原則的にはきちんとした基本的な部分でとらえた話し合いはして

いってほしいって思っていたんですね。桑名の特殊な部分っていうことではなく

って小学校に併設しているのが桑名の公立幼稚園の基本であるのかもしれないけ

れど、それが普通っていうことはありえないわけなんです。 

たまたまそういうところがあるそうでないところがある、それが普通の話。だ

って幼稚園じゃなくて保育園から小学校に来る子がいるんですから。幼稚園から

小学校に行くだけじゃなくて、保育園から小学校へ行く子もいるんです。だった

ら小学校に保育園も併設してくださいとそうなるんですよ。 

だから言葉を現実は現実なんですけれども、他のいろんな立場のそういう子ど

もたちが通っているのを考えたらかなり気を使わないといけない言葉づかいがあ

るんじゃないかと。社会性を育むためにふさわしいとかその通りみんな納得する

わけですよね。そういうふうなかたちで言葉を整理整頓していただきたいと思い

ます。 
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（委員） 

  現状として、今までやってきた中で、私も自分が採用されたときに幼稚園から

子どもたちが一応小学校へ上がるという観点で、幼稚園からいった現状としては、

私は７年教育でやってきた事実というのがあるのでこういう表記でも別に現状と

して事実だなと思っています。当然、兼務になっている園長がなっているんです

から、公立の現状としてそのようにやってきたという部分では私は違和感はない

です。 

 

（委員） 

  いわゆる小学校との７年間の連携というのは、これは義務教育と違いますから

僕は消していくべきだと思います。 

 

（副委員長） 

  おっしゃる通りだと思います。義務教育は小学校からなんです。じゃあ保育園

に行っている子はどうなりますか。保育園も就学前教育なんです。幼稚園も就学

前教育なんです。小学校に入って就学しての教育はその前の保育園でも受けてい

るんです。ですから幼稚園も保育園も７年教育ということになると、ちょっとじ

ゃあ保育園どうするのみたいな。私は津市の教育委員やめましたので、教育委員

会がどうなっているのかを申し上げることはできないのですが、私は保幼小の連

携というのはよく言っていました。結局何にもなりませんでしたけどね。あの時

には保育園と幼稚園の先生の人事交流とそして小学校、保育園と幼稚園と小学校

の３つの免許をもっている人を人事交流しながらっていうようなことを言ってい

た次第なんですけども。ただ子どもたちが保育園だから幼稚園だからじゃなくて

小学校に入ってくる子はみんなどの子も小学生としてはじめの第一歩なんですよ

ね。その第一歩の子どもたちを育ててくださる小学校の先生に幼稚園・保育園か

らどういうふうなメッセージをきちんと伝えるかっていうそこらへんのところを

一番大事にした中での公立幼稚園の適正配置であり、私立も含めた保育園・幼稚

園の先生も含めた子どもの教育の橋渡しをするそういう役割がこの委員会にはあ

ると個人的には思っていました。公立だけじゃなくて私立幼稚園もとっても大事

なことだと思っていますのですみません。 

 

（委員） 

  １つの柱３０分ということだったんですが、１つ目の諮問事項の（１）で既に

３０分経過しているのでちょっと心配していますが、諮問事項の 1つ目は「公立

幼稚園の適正配置」ということですので、先ほど副委員長さんがおっしゃられた

ことについては、もしこの諮問事項が桑名市における就学前施設全般に関しての
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適正配置についてが諮問事項ならば幼小７年教育の部分については、確かに違和

感はあるというふうに思います。 

ただ公立幼稚園に限ってその適正配置のことでまず現状を述べて、そしてこう

あるべきであるという答申内容が流れていくわけですから、現状の中で公立幼稚

園に限った、桑名市の公立幼稚園に限った現状を記されていくことについては、

何ら疑問を感じるものではありません。 

 

（委員） 

  現状と言われると、幼小７年教育かもしれませんが、副委員長さんに言ってい

ただいたように、保育所に４歳児までいて、５歳児で幼稚園に変えるお子さんも

みえます。保育所でも４歳まで一生懸命保育をしてきて、子どもたち精一杯成長

できるように保育をしてきたつもりですので、保育所を卒園させて幼稚園に入園

される際には幼稚園の先生にも引き継ぎをしながら送っていますので、何か幼小

７年教育と書かれると、何か保育所が切り離されているような、それまでの下積

みの部分が離されているような気がして、私も何かひっかかります。 

 

（委員長） 

  いかがでしょう。確かに公立幼稚園なんだからというところもありますし。た

だ、幼小７年教育というのがどの程度一般化されているのかということ、いろい

ろとご意見をいただきました。できれば今日答申案文として確定していきたいと

思うんですけれども。例えばなのですけれども、これは委員長としてであります

けれども、桑名地区の話でしかも現状でありますから、「桑名地区においては、１

小学校区１園となっており、小学校に併設して設置されていることから、小学校

との連携に特色がある。」というぐらいの表現でいかがでしょうか。設置されてい

ることによってその連携というのがおのずとずれている状況であります。 

ただこれはその後のどこかに宿題をいただいたなとお話をいただいたように保

幼小の連携の話というのもこれはそもそも論として尐しは答申の中に書き足して

おく必要があるだろうと思います。今のような文言で一度整理させていただくの

はいかがでしょうか。 

 

（委員） 

  基本的には委員長おっしゃる通りでよろしいんですけれども、連携を密にした

というのがちょっと主観的かなと。 

 

（委員長） 

  ですから「連携に特色がある」という言い方です。一応そういうかたちで文言
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の整理をさせていただきたいと思います。他に現状の部分についてはいかがでし

ょうか。 

 

（委員） 

  すみません多度地区です。「公立保育所と隣接して立地している」これも実際の

ことなのでいいのかなと思いますけれど、建った時期も違いますし、ひっぱって

いったというのがあるんですが、言葉としてこれでいいのかなと。 

ただ登降園のバスの話にまたなっちゃうんですけれど、バス通園をしている、

現実はこれでいいんですけれども、ただこれは多度時代からあるということを明

記していく話じゃないかなと。これであれば桑名市が走らせている話、現実今桑

名市ですよね。だけどこれは多度時代の多度町の中で走っておったものが引き継

がれているということを明記してほしい。でなければこれを見た方は、桑名市内

タダでバスを走らせているよと取りかねない。それと入れるか入れないかなとい

うのが一つあるのは無料であるという言葉も必要ではないのかなというふうに感

じるところはあります。無料を入れることはひとつどうかなと思いますけれど、

多度町時代から走っているというのは最低限必要な言葉ではないかなというふう

に理解しています。 

 

（委員長） 

  今の点についていかがでしょう。登校園については「旧多度町時代から保育園

児とともにバス通園をしている」というそういう書き方でしょうか。 

 

（委員） 

  そうですね。理解としてはそういうふうにしないとおかしいかなと。 

 

（委員長） 

  今の点についてはよろしいでしょうかね。他にございますですか、よろしいで

すか。 

 では（２）の適正配置でございます。 

 

（再編推進室指導主事） 

 （２）の「公立幼稚園の適正配置」です。構成といたしましては、この検討委員

会の中でもございましたように、５園案と１１園案の両論併記というかたちでの

構成ということでその他の意見という構成でございます。 

いただいている意見ということでございますが、以前にお配りしたものですけ

れども、２ページでいきますと委員の方からは小学校の連携では公立幼稚園に限
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らず他の施設も今後進めていく必要があるというご意見、同じく委員から１１園

案については単数クラスであることを明記してほしいというご意見、同じく具体

的な配置のところで園名が記載されているところに複数年保育の実施園も記述す

るというご意見、同じく４歳と５歳に限られるという文言がないのではというよ

うなご意見をいただいておりました。 

それから「多度幼稚園、長島中部第二幼稚園については幼保一元化施設の」と

いうあたりですけれども、地域性、園児数を考えて必要性の議論をということで

現答申には要らないのではというご意見、それから「城東の方で、意見が出され

ている」という断定的な表現で誘導ではないかというご意見をいただいています。 

 それから公立幼稚園の適正配置についてで、委員からは、挿入の文案としては「１

クラス２０～３０人の規模を目安ということ、４歳児実施園を中心にということ、

地理的条件を加味した視点も必要ではないか」というご意見をいただいています。 

  それから上記２案を「時間軸で調整し」という部分につきましては、１１園案

を肯定するような文章になるのではということで要らないのではないかというご

意見を３人の委員からいただいています。 

  そのようなご意見を踏まえまして、協議の方をさせていただきましたところ、

１つ目の幼小中の一貫した連携体制を作るという部分でございますが、ご指摘の

通り私立さんを含めて大切な事項ではあるのでここでは削除をして共存の項目に

入れていくとどうかという意見でございます。 

  それからブロック内の配置ついての議論の中での基準というのは必要であるの

で、その中でという部分で赤字のように「１クラス２０～３０人の規模を目安と

する、４歳児実施園を中心にする、地理的条件を加味する」という視点を挿入し

ています。 

  また、その際の「想定規模としては、原則単数クラスとする」ということを追

加してはどうかということでございます。それから先ほどありました、４歳児５

歳児の明記をというところでございますが、そのようなかたちで明記をしてはど

うかということでございます。 

  ３ページの方になりますが、米印の記載の３園の「幼保一元化施設を」という

ご意見はこの委員会の中でございましたので、こちらの方は原文でどうかという

ことでございます。その他の意見の中で、「時間軸の整理で」という部分でご意見

がございましたけれども、こちらも第１６回の委員会の中で合意のあった事項で

はというようなことでございますので意見として載せていくのでどうかというこ

とでございます。 

（２）については以上でございます。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 
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  それでは「公立幼稚園の適正配置について」の５行です。ここは手順を書いた

だけの部分なんですが、ここだけ読み上げてもらえますか。 

 

（再編推進室指導主事） 

（２）公立幼稚園の適正配置について 

公立幼稚園の適正配置については、子どもたちの育ちにとって望ましい集団の確

保をいかに図っていくかという視点を中心に据えつつ、今後の就学前人口の推移

予測も示しながら、保護者・地域・市民の理解、保護者の利便性、財政面などの

観点からも評価項目を設定し、検討を進めた結果、本検討委員会としては、現在

２４園ある公立幼稚園を再編し、５年後の公立幼稚園の目指す姿として、次の２

案を併記することとした。【資料２】 

 

（委員長） 

  というここの５行についてはこれでよろしいでしょうか。手順が基本でござい

ますし、ここで２案を併記するということを明記しておりますが。ここまではよ

ろしいでしょうか。 

  では次は１１園案の方から行きます。二重マルのところから読んでいただけま

すか。 

 

（再編推進室指導主事） 

◎再編後の公立幼稚園の園数を１１園とする。【資料３】 

公立幼稚園の適正配置を考えるにあたって、子どもたちの生活圏域を中学校ブロ

ックととらえ、中学校卒業までの義務教育終了を見据えることが必要である。そ

こで、１クラス２０～３０人の規模を目安とする、４歳児実施園を中心にする、

地理的条件を加味するという視点から、再編を行う上での基本単位を中学校ブロ

ックとして、公立幼稚園の適正配置を考えた場合、幼保一元化施設を含めて各ブ

ロックに１園または２園とし、全体の園数としては１１園とすることが適当であ

る。その際の想定規模としては、原則単数クラスとする。 

また、施設としては、原則既存園舎の活用を図ることとする。 

 

＜具体的な配置＞ 

成徳ブロック・・・深谷幼稚園（５歳児）、大成幼稚園（４・５歳児） 

光風ブロック・・・修徳幼稚園（４・５歳児） 

陽和ブロック・・・城東幼稚園（４・５歳児） 

明正ブロック・・・在良幼稚園（４・５歳児） 

光陵ブロック・・・大山田北幼稚園（４・５歳児） 
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陵成ブロック・・・藤が丘幼稚園（４・５歳児） 

正和ブロック・・・七和幼稚園（５歳児）、久米幼稚園（５歳児） 

多度ブロック・・・多度幼稚園（５歳児） 

長島ブロック・・・長島中部第二幼稚園（４・５歳児） 

 

城東幼稚園、多度幼稚園、長島中部第二幼稚園については、幼保一元化施設の可

能性を含めて検討という意見が出されている。以上でございます。 

 

（委員長） 

  というここの１１園案についてご意見をいただければと思います。 

 

（委員） 

  １１園案の中で「公立幼稚園の適正配置を考えた場合、幼保一元化施設を含め

て各ブロックに１園または２園」という部分、僕は私立の保育園３名で連名で訂

正のところを出させていただいた、赤の点々の中ですね、「城東幼稚園、多度幼稚

園、長島中部第二幼稚園については、幼保一元化施設の可能性を含めて検討とい

う意見が出されている」というところと連動しているんではないかなと思います。 

これも何度も会議で言わせていただいているんですけれども、多度エリア、長

島エリアではというところで幼保一元化施設をされると非常に大打撃を受けるの

は目に見えていると何回でもお話させていただいたと思います。 

なのにこういう書き方をあえてされると、われわれの言った意見、私立の保育

園側から意見を述べたのにも関わらず、ここまではっきりと明記されるというの

は完全誘導しているかたちなので、もし書かれるのであればもっと内容を検討さ

れた中ではっきり明記されるならいいんでしょうけど、幼保一元化施設の中身、

城東幼稚園についてはやってましたよねということで話がありました。それ以外

のところでは検討の材料にもなってなかったはずです。なのにこういうふうに書

かれると、もうこの文面の中で城東・多度・長島でやりますよという文面の誘導

になりますので、できれば削除していただきたい。 

 

（教育部長） 

  今の委員に関連しての話なんですけども、１１園案の検討をこの場でしていく

中で、そのときには幼保一元化施設は総合こども園という構想がありましたので、

その中で考えていったときに、幼保一元化施設も想定しながら１１園を組んでい

った状況がありました。 

今委員がおっしゃった状況もありまして、そうなると、陽和ブロックの中では

城東幼稚園とここでは載っているわけですよね。するとここ陽和ブロックは幼保
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一元化施設ですよということになりますよね。自然に考えたときにね。そして意

見が出されているという部分がありますよね、この点線のところで。これはかな

り矛盾するような気がします。 

それと混ぜ返して申し訳なんですが、４歳児実施園を中心にということで考え

ていきましたので、あの１１園を考えていた時とは社会情勢が尐し変わってきた

と。そうなると、城東幼稚園をこのまま書いておいていいのかなと考えますのと、

長島についても幼保一元化施設を作るという意味で長島中部第二ということにな

ってましたよね。これ今言われた通りだと思いますけれども、そうなるとこれも

このまま具体的な園名を明記しておいていいのかなと。 

私が考えると、陽和ブロックでは立教幼稚園が４歳児実施園ですので、長島に

おいてもやはりその意味でいくと長島中部幼稚園が一番大きいんですよねこれだ

と。そういうこともございますので、尐しここは今の目線でと言いますかね、尐

し議論をいただけないかなと思いますがいかがでしょうか。 

 

（委員長） 

  とはいえ、今のお話で言うと、幼保一元化施設というものを１１園案のときに

は念頭に置きながら議論をしていたというのも実際事実の部分ですよね。それを

１１園案のときにはこういう書き方になるんだろうなというふうに思うんですけ

れども。 

ただ具体的な名前を入れるのと、それから幼保一元化の可能性っていうのを赤

点線に入っているところをどういうふうに表現するかによっては、今委員から出

ていたように、城東ではなくて立教ってまず書いておく必要があるんじゃないか

なというそういうご意見でもあるんですけど。長島中部第二ではなくて長島中部

と書くべきじゃないのというご意見もあるんですが。 

まずその点について、１１園案を具体的に検討していたときとは若干情勢が変

わってきているのかな、その点についてみなさんご意見ございますでしょうか。 

 

（委員） 

  私、陽和ブロックのところで思ったことがあるんですが、今の委員さんと同じ

なんですけれど、城東は育ちのリレーというのをやってきて、ずっと保幼小の連

携というのをやってきたので、そういう下地があるということで城東が出てきた

んだと思います。それから保育所と学校が非常に近いということもあって出てき

たと思うんですが、ここで４・５歳児と書いてありますよね。城東の幼稚園はず

っと１クラスなのですごく小さくて４・５歳となるとかなり大規模な改修が要る

と思うんです。それから４・５歳となると、なぜ立教が４・５歳やっているのに

立教じゃないだろうなと思われる方も多いと思うんですね。だから、この陽和ブ
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ロックのところは検討してもらわなければいけないのかなと思っています。 

 

（委員長） 

  他いかがでしょう。１１園案を主に議論された皆さんの中で。長島の話という

のも。 

 

（教育部長） 

  赤点線の中で、城東幼稚園、多度幼稚園について今委員から尐し疑義があると

いうお話がありましたが、長島中部第二幼稚園について幼保一元化の可能性を含

めて検討というそういう意見があったということこれは事実だと思います。 

ただ、イコール幼保一元化施設を作るんですよということにはなっていなかっ

たと思いますので。そうなっていきますと具体的な配置のところに陽和ブロック

が城東幼稚園ですよ、長島ブロックは長島中部第二幼稚園ですよというのは、こ

の検討委員会全体の意見として出すには、尐し矛盾があるのかなと私は考えたの

でお話をさせていただいたところです。 

 

（委員長） 

  そうすると長島中部第二ではなくて、長島中部と長島の場合は書くべきだとい

う話になるんですか。 

 

（教育部長） 

  という気がするんですが。 

 

（委員） 

  ということは議論の中身がまだない中でこの文言、はっきり城東・多度・長島

という書き方はすごく疑問視しますし、長島の場合であれば、ここに書いてある

中部第二の場合であれば、保育園が寄っていったんですか一号線から。 

 

（教育部長） 

  中部第二の場合は当時一号線を渡るかどうかという話がありましたので、中部

幼稚園がありまして、そこが分離したようなかたちで一号線を挟んでということ

になりますよね。 

 

（委員） 

  ということは一号線のそばにあった保育園が幼稚園に寄っていったんですか。 
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（教育部長） 

  そうではないです。 

 

（委員） 

  位置的には寄っていったということですね。 

 

（教育部長） 

  寄っていったという表現かどうかはちょっと。 

 

（委員） 

  寄っていったというのはそういう意味じゃなくて、側にあるとか隣接している

とかそういうことですよね。長島の方の保育園の方から言われるのはそういう考

え方があってもってきたのかということがあったので、ちょっと聞いてみたかっ

ただけなんです。 

 

（教育部長） 

  それがどうかは分かりませんけれども。 

 

（委員） 

  こういうかたちになってくると、幼保一元化も先々の問題でありますし、いろ

いろな問題があるのは僕も検討の中に入れました。ただ、この中にはっきりこう

いうふうに出されるというのはすごく誘導的でもありますし、はっきり経営上の

問題もあるので、こういうふうにいれるのははっきり言って消していただいて、

この部分について言えば後ろの方にありますよねこれ、取り組みの中に。すみま

せん飛んで。幼保一元化で「国の動向について十分注視し」というところで、こ

の部分で押さえてくれたらいいのではないでしょうか。 

きちんと決める時になれば、もう一度再度決める話であって、これを明記する

という部分が僕としてはすごく疑問視します。今現在として。ですので、私立の

保育園の３名としてはこれに関しては削除してほしいです。 

 

（教育部長） 

  私が申し上げているのは、委員さんのお気持ちも分かるんですけど、陽和ブロ

ックに城東幼稚園と明記することと、長島ブロックに長島中部第二幼稚園と明記

することが今の議論の中でいいのかということなんです。 

 

（委員長） 
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  そうです、その話っていうは別としてありうるだろうと思っています。そして

幼保一元化の話っていうのも加味はしなければいけませんけども、まずはこうや

って具体的に表現をしていった時に、４・５歳児っていうような、例えば城東で

４・５歳児でいきますよっていうことを入れる。その場合に城東でいいんだろう

か、立教って書いておくべきなんじゃないかなっていうご意見でもありますし、

長島中部と書いておくべきなんじゃないかなというご意見だと思うんですが。 

この２点について、幼保一元化をどうするという話を抜いて、その修正という

のはそれでよろしいでしょうかね。 

 

（委員） 

  どう考えていけばいいのか自分もちょっともやもやした部分があるんですが、

１１園案か５園案かという、何園案にするのかということを議論している時に、

１１園案を検討している時に、中学校ブロックそれぞれでどの園を残すどの園は

という議論をした中で、私は城東に勤めておりますので物理的に城東は難しいで

すよというご意見を申し上げたという記憶があるんですが、でも陽和ブロックと

しては城東でというようなかたちで確認されて流れていったんですよね。 

それでここで明記されて、私も具体的な配置ということで各ブロックの園名ま

で書かれているのは答申の中でここまで必要なのかなとちょっと思ったんですけ

ど、確かに委員会の中で議論がされて具体的な園名まで出ましたので、こういう

かたちで書かれたのかなって思ったんです。 

今のお話、実は成徳、光風、明正ブロックでもその時の議論で上がってきた園

が残ってきているんですけれど、この最終答申の議論のこの場において、陽和と

長島については修正をしたらどうかということについて、それに異論があるわけ

ではないんですが、ここでまた議論をし直さなければいけないのかっていうこと

については、先日の議論は何だったのかなと尐し疑問に思います。 

どなたかもおっしゃってみえましたけれども、具体的な園名を載せなくてもい

いんじゃないのかなというのが、議論はされたんですけども、こういう修正があ

るならということなら、具体的な園については様々な条件を考慮した上での今後

の検討という文言でもいいのかなと思います。後ろの当面の既存の施設の活用を

ということが書いてありますので、これを見た方は物理的に無理というような話

も出てくるのではと思いますので、自分として今はっきりとは言えませんが、個

人的にはそう思っています。 

 

（教育部長） 

  １１園案を検討する中では、この時の１１園案を支持した方に限っては幼保一

元化施設を想定しながら考えていたわけですよね。だから城東とか中部第二とい
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うのが出ているわけです。多度も。そういう状況ですので、その部分が全体とし

て示す時にどうかという話でございます。これはあくまで両論併記で１１園案と

５園案ということに両論併記するわけですよね。それならば意見が出されている

という表記の仕方にするんだったら、矛盾がありますよねということを言いたい

わけです。 

 

（委員長） 

  今の説明で委員お分かりになりましたか。 

 

（委員） 

  私も修正の案として、ずっと流れ的に考えてきた時に、４歳児実施園を中心に

するということと、地理的な条件とかいう流れで考えてきた時に、陽和ブロック

のことについて、今城東が休園しているので余計城東の園が上がるのはどうかな

っていう自分自身も。４歳児実施園を中心に検討するというのを自分で修正案で

書いていますので、やはりここはもし園名で上げるなら立教になってくるのかな

という思いもあります。 

保幼小のつながりの時に育ちのリレーをやっていた時にちょうど副委員長さん

も私たちにご指導していただきましたので、その時はそういうブロックに幼保園

をという考え方で思っていたんですが、こういう考えで１１園案を出してきまし

たというふうになると、委員も言われたようにここの表記が不自然かなっていう

ふうに思います。 

 

（委員長） 

  どうでしょう、まさにみなさんのお考えとしては。 

 今の話で言うと、１１園案の議論をしていた時で言うと、幼保一元化施設を考え

て１ブロック１園か２園で、４歳児実施園を中心でということを書くと、例えば

城東・多度・長島中部第二と書いたけれども、ただそれを米印というかたちで列

記すると、これはかえっておかしくなるんじゃないかと。それならば残すべきも

のとして立教とか長島中部を書いておいて、この点線の中の米印をどう取り扱う

かということについてはどうかというご提案だと思いますが。 

 

（委員） 

  米印ですけどね、これはっきり言いまして、その城東であれ、多度であれ、長

島中部であれ作る、検討するとなっていますが、園名を外して「幼保一元化施設

の可能性を含めて検討する」ということぐらいの文言にしたら。 

多度さんなんかこれ幼保一元化施設を作られたら終わりですねはっきり言って。
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はっきり言って潰れると思います。長島には西川、西川第二保育園というのがご

ざいますので、完全に多度幼稚園と長島中部第二幼稚園には保育園がおります。

だからちょっと検討を加えていただきたいなと思います。 

 

（教育部長） 

  まさに委員さんが言われるように思いますので、そうなると今までの城東とか

多度とか長島中部第二と残すのは矛盾してきますよねという話なんです。だから

私が申し上げた立教や長島中部幼稚園という方がいいんじゃないかというお話な

んですね。 

 

（委員） 

  書くことが非常に懸念するのであって、書きかえるという意見では僕はないで

す。それともう一ついうならば、これは文言の話なんですけれど、委員が今意見

として言われているのは当然だと思います。ですけれども、後の方を見ると意見

が出されているというところはないんですよね。というのは、完全にこの部分と

いうのは抽出して誘導するような文面にもなるし、取る方が取ればこれはするん

だよという表現です。これ答申が表に出れば取る方はそう取れますよ。 

教育部長さんたちは行政側なのでそういうふうには取られないかもしれません

が、この「※城東幼稚園、多度幼稚園、長島中部第二幼稚園」の文言を変えたと

ころでこのように取れる部分なので、はっきり言って、今２番の幼保一元化の取

り組みの中で最後に書いてあるので、再度するときになって実施計画のときにき

ちんともう１回練り直せばいいのではないのかなというふうに思います。 

ですので僕は意見が出されているというのは、５園案の下の話までいっちゃうん

ですけど、「その他の意見」で「現在２４園に対し云々かんぬんの意見があった」

「上記の２案を時間軸で整理し、という意見があった」というこの３つというの

は、僕は削除していいものだと思っています。意見を述べるのではなくてこれは

答申ですよね。意見を述べる場所ではないですよね。 

 

（委員長） 

  だからできるだけ合意ができるものをもってこようということで。 

 

（委員） 

  ですのでこれであれば誘導される部分、尐数派の意見を上げて誘導する部分で

あるとしか取れないし。 

 

（委員長） 
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  ただ１１園案と５園案の両論併記ですので、１１園案の部分については、１１

園案を支持しようという委員の思いを大切にしなければいけないというところで

はあるんですよね。 

 

（委員） 

  いいですよ。それまでのことには何も触れていませんよ。ただこういう抽出し

たような列記するような意見があったというのは尐数派意見を無視するという意

味ではありませんよ。ただこれをなくしなさいという意見ではなくて、後ろにも

ちゃんと考えるということを明記してあるのに、ここで場所をはっきり書くよう

な仕方ではなくて書いていただくというのが本来ではないかと思いますし、下の

「その他の意見」でも１１園案と５園案の話をした中で、２４園確かに委員が言

われたところだと思います。 

ですけれども今回では１１と５を言って、確かに委員長さんが２４園に対して

一定の基準を設けてとこういう意見があったことを明記しないといけないよねと

言われたことははっきり覚えてますが、ここで言う１１と５の話の中に２４があ

るし、時間軸でという書き方もこれも一緒なんですが、１１を目指すが将来的に

は新設５園で、１１があって５があるのかという文面に取りかねない、誘導的に

取りかねない。 

はっきり言って１１と５であるならば、はっきりその併記で止めてもらわない

と意見があったということ自体が誘導になると僕は取るし、答申というものが意

見があるのならば議事録を全部出せばいいだけの話じゃないですかと。はっきり

文言として他のものは併記することにしたとか、そういうふうに書いてもらって

いるので、僕はそう書いてほしいなというふうに思っています。 

 

（委員長） 

  他にご意見ございますでしょうか。できればここで文言を確定させたいと思っ

ているんですけれども。 

確かに委員からお話のあったように、１１園案を検討していたとき幼保一元化

ということを念頭に置きながら存続させるべき園名を検討していたというのは事

実であります。ただその時に幼保一元化というものについて、こんなに国の動向

も含めて混迷していくとは思ってはいなかったという状況があります。 

その意味で言うと、だからと言ってこの幼稚園名についてはもう一議論必要だ

ろうと思うんですけれど、このままいくと城東幼稚園には幼保一元化施設の可能

性を含めて検討という意見が出されているということから言うと矛盾をしてくる

ことがありますので、どうなんでしょうこれはまた一度検討しなければいけない

と思いますけれど。 
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例えば城東を立教とし、長島中部第二を長島中部とし、そして先ほど委員から

もご指摘ありましたけれども、この米印については本文の方で１１園が適当とす

る場合には「幼保一元化施設を含めて１園または２園とする」という表現がされ

ているので、この米印のところについては、削除するというかたちで処理してい

ってはいかがかなというふうに思うんですけれど。一度これでちょっと文案の検

討してみたいと思いますが。 

  ちょっとそれで検討してみていいですか。はいじゃあここは来週修正した文言

をお示しします。 

  次５園案の方にいきたいと思います。 

 

（委員） 

 「想定規模として原則単数クラスとする」というところで私が単数クラスを入れ

てほしいと言ったわけですが、原則というのは行政にとって非常に都合のいい言

葉ですので、「単数クラスとする」でお願いしたいと思います。もし複数クラスを

想定している園があるであれば、そこを除いてという表現をしっかり。 

 

（委員長） 

  そこの部分想定を明記するべきだろうと。これもちょっと検討させていただき

たいと思います。５園案の修正についての考え方だけお願いします。これも地区

という名称を入れたというところだけでいいんでしょうかね。 

 

（再編推進室指導主事） 

  はい。修正としては地域を地区という変更でどうかということでございます。 

 

（委員長） 

  ちょっと読んでいただけますかね。 

 

（再編推進室指導主事） 

◎再編後の公立幼稚園の園数を５園とする。【資料４】 

近年の園児数の推移を見たとき、今後も尐子化傾向が続くことが予想される。そ

のような中にあって、子どもたちにとって望ましい集団規模である複数年齢複数

クラスを確保するという視点や、私立と公立の共存、財政面の削減といった視点

から、全市的に公立幼稚園の適正配置を考えた場合、公立幼稚園を５園とするこ

とが適当である。 

また、施設については、当面は既存施設の活用を図ることとするが、将来的に

は新設することが考えられる。 
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桑名地区 ・・・旧市街、大山田、西部に各１園 

多度地区 ・・・多度幼稚園 

長島地区 ・・・長島中部第二幼稚園   

 でございます。 

 

（委員長） 

  という５園案についてであります。ここについて何かご意見ございますでしょ

うか。文言修正というかたちで。 

 

（委員） 

  ちょっと今気付いたことで。「私立と公立の共存」という言葉がここには入って

いまして１１園案には入っていなかったということですね。こっちに入っていて

向こうに入っていなかったというのは、何か１１園案というのは私立に配慮しと

らんのかというふうにもちょっと読み取れましたので、ちょっとご議論いただけ

ればと思いましていかがでしょう。 

 

（委員長） 

  この視点の部分というのは横並びの表でいろんな項目があったじゃないですか。

それで各委員が出してもらったものを整理してもらって。あの横の部分を羅列し

ているんですね。その時に、１１園案で「私立と公立の共存」という項目って１

１園案の方としてメインでありましたか。上から取ったんだよね。たくさんの委

員の方々が検討した視点ということから言うと。 

 

（委員） 

  つまりここのところに目が行ったときに１１園案があって５園案が出てきたと。

当然５園案は尐ないと、この尐なさは私立と公立の共存のために尐なくなったの

かとこう読み取れないこともない。ですので削除の提案をいたします。 

 

（委員長） 

  「私立と公立の共存」のところを５園案から削除するということで、何かご意

見は。これは残すべきだというご意見でも。これはよろしいですか。では５園案

の「私立と公立の共存」というところはこれは削除させていただこうと思います。 

  ５園案についてはこれだけでよろしいですか。 

  よろしければ「その他」の方のご意見をいただきたいと思います。「その他」に

ついては、これまでの会議で出てきた意見の中で、先ほど委員からご指摘のあっ

たとおり現在の２４園に対し、一定の人数基準を設けて、基準に満たない園から
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廃園にしていくという手法を取ればいいじゃないかというご意見がありました。

これは手法ですのでそういう意見があったということを答申に書きましょうねと

いうことでここに書かせていただいています。 

  それともう１点についても、この２つを時間軸で整理してみると、公立幼稚園

を５年後に１１園にするけれども、将来的には新設５園というのも魅力的だねと

いうお話があり、そしてそれについては前の前の回だったかな、じゃあ答申に含

めましょうかということでこの表現が２つ残っているというのがここにぽこっと

その他の意見が２つあるという経緯でございますが。 

 

（委員） 

  先ほどもいいましたが。この２４園にというのは委員さんが言われたので一応

了解は取って削除したいと僕は言って、今了解が取ってあるんですけれども。覆

すようで非常に申し訳ないんですが、先ほど僕意見があったと言葉尻で、意見が

あったというところで、この２４園案に対しても意見があったというのは事実で

すが、１１園と５園というのがベースであれば、これは削除すべきものなのかな

と僕は思いますし、この発言をされた頭を取って申し訳ないんですが、消させて

いただきたいというふうに了解は得たのですが。ですので消していただきたいと。 

それと、下の上記２案を時間軸での話にしても、いずれにしても、１１と５と

いうのがあればそういう流れになっていくというのはもう見えているというか流

れ的な話から言えばこれを書く必要がない。これを書くことによって、１１の方

が上にあって５の方が下にあるよというふうに取りかねない文面であると。この

「その他の意見」という部分についてはまるっと削除していただきたいというふ

うに僕は思います。 

 

（委員） 

  今言われたんですが、私自身は全く逆でですね、こういうような意見があった

といわゆる答申案の中にはですね、いろんなかたちのこういうことも出ましたよ

というかたちでですね、しかしながら結論としてはこういうかたちになりました

というようないろんな文言があると思うんですよ。 

ですから、委員さんはもうそれでいいですよと委員さんが言われたとしても、

せっかくのこういうような案もあったよというのは私自身は明記すべきであると

思います。逆で申し訳ありませんが。 

 

（委員） 

  気持ちは十分分かっているつもりの中で、こうやって話をさせていただくんで

すけれども、確かにこういう経緯があったのは分かっています。ただ最後の「意
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見があった」というところに関しては、やはり誘導的な部分になるので、もっと

きちんとしたかたちで書いていただくんなら、例えば併記していただくんなら、

僕らも途中で手法ということで２４園の話は確かにさせていただきましたよね。

私が委員さんが言われた方に同調もしていた部分も確かにあったんです。 

ただもう僕たちは１１か５かという話をきちんとされた中のものがあったから

と理解して、１１か５の答えを出してきているので、できればこの２４という意

見は確かに心の中に残っていますよずっと。ですけれどもこの２４ということと、

時間軸に関しても、時間軸、ここの委員さんであれば時間軸は分かってみえるん

じゃないかなと思います。 

これをただ単に答申として紙として出して見る方が見れば、５年後に１１にな

るんやな、将来的に５になるんだなっていうのに。１１っていうのは５年後に１

１を目指すんですよね。その後に将来的に５園を目指す時間軸でっていう明記は

あえて必要なんでしょうかというふうに思うので。何かこうなると併記されてい

るんじゃなくて、１１が上にあって５が下にあるみたいに読みかねない文章だと

いうふうにとるので、誤解を招く文章になっているのではないのかと。僕が何も

知らずに読めば、いいこと書いてある、１１その次５だよって読めますよね。そ

ういう読み方をされるっていうような文面では１１と５が併記されているという

意味合いが薄れるよねというふうに。併記ではなってくるというふうに取れるの

が非常に懸念される文言というふうに取っています。 

 

（教育部長） 

  委員長も議事録はアップしてありますよと。当然、それから資料もという話も

ありました。委員さん言われるように、案外すっきりした方が当然経過とか議事

についてはわれわれはもちろん分かっていますし、今後答申を読まれる方につい

ても合わせてそれを見ていただくということですので、まあこれはおっしゃった

かたちで委員さんの考え方に賛成なんですがいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 「その他の意見」の削除について私も賛成です。１１園案と５園案についてはあ

くまで併記であるので、本委員会においては、このような２つの案が出ました。

その２つについては議論を深めましたというような、あくまで答申ですので、５

年後に１１園になるとは限らないですよね。５年後に５園になるかも知れない。

あくまでもこれは併記ですから、段階的に１１から５という議論ではなかった。

確かにそういうお話は出ましたが、私自身はのちのち５園になることありきでの

１１園案と５園案というのは僕は納得できませんというお話もさせていただきま

した。 
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１１にすることだけでもかなりの大なたを振るうことになるので、１１園にす

るなら１１園をきちんと充実された園運営がなされて、それが将来的にも桑名市

の公立幼稚園のかたちとして存続していくことが桑名市としては望ましいという

ことを言わせていただきましたので、それはここには載っていないですよね。そ

ういうことを言いだすときりがないので、言われるようにここにこういうように

意見があったということが一人歩きしてそういうものなんだというような受け取

られ方をするというのは確かに思いますので、私自身もこの２つの意見について

は削除することについては賛成です。 

 

（委員長） 

  いかがでしょうか。今の「その他の意見」については。今、２人の委員さんか

らその他の意見で２つの意見というのは、やはりこの委員会で答申を出すという

ことから言えば、やはり１１園案と５園案の２つなんだから、だから手法につい

ての２４園の話と５年後１１園を目指すが将来的には新設５園というこういうか

たちの意見があったというのを書くのは、やはりまずいんじゃないか、やはりす

っきり書きましょうよという意見が多いことは多いようですけれども、どうでし

ょうか。 

 

（委員） 

  私自身はこういうような意見を大事にしたいという気持ちもあったんですが、

みなさんの声が多ければそれで結構ですよ。 

 

（委員長）  

  よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

  僕が本人答弁します。簡単に申し上げまして、案がですね、この中へ、答申書

の中へこれが入りますと、３つの案が出てくるわけですね。そうすると３つの意

見が出てくると思います。そうすると折角２つ一生懸命頑張ったものが、全部飛

んでしまわないかという危険性もあると思いますので、引き下げさせていただき

ます。申し訳ございません。 

 

（委員長） 

  というお話でありますので、この「その他の意見」の二重丸、「その他の意見に

ついて」は全文を削除する、こういうことにさせていただきたいと思います。 
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（委員） 

  議論を戻して申し訳ないんですが、５園案のところで、１１園案については、

（５歳児）とか、（４歳児・５歳児）とか書いてあるんですけれども、５園案のと

ころには何も書いてございませんので、多度はどのように想定されるかちょっと

わからないんですけれども、桑名地区、長島地区についてはですね４歳児５歳児

×２クラスという形で明記をしていただけたらと思います。 

 

（委員長） 

  複数年齢、複数クラスというのを文言ではなくて、数字で表示する。 

 

（委員） 

  そうですね。複数学年、複数年齢というのは、この議論の中では、４歳児、５

歳児２クラスずつというのが前提になっていると思うんですけれども。この文字

だけを見ると、３、４、５にも繋がりかねない。あるいは人数が多ければ、３ク

ラス、４クラスにも繋がりかねないと思いますので、４歳児、５歳児の２クラス

ということを明記していただきたい。 

旧桑名市については、４歳児、５歳児の複数クラス、長島、多度については、

長島については４歳児、５歳児の単数クラス、多度については、５歳児の複数ク

ラスになるんですか。そこら辺地域の事情ということで、ぼやかした気がするん

ですけれども。 

 

（教育部長）  

  それで、あえて書いていないんじゃないですか。 

 

（委員長） 

  それもあって、入れてないのかなという気はするんですけれども。 

 

（委員） 

  非常に、複数年齢、複数クラスというのは、尐しわれわれとしては危険だなと

いうふうに感じますので。もし、多度、長島については、難しいのであれば、桑

名地区だけでもしっかり書いていただきたいと思います。 

 

（教育部長） 

  議論が後先して申し訳ないんですが、４ページの辺りで４歳、５歳２年保育と

いう、３歳はしないというふうに明記するんではなかったですか。 
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（委員長）  

  そうですね。だから４歳、５歳でしょ。今の委員のご発言、桑名地区について

は、４歳、５歳の複数年で２クラスという書き方。多度については、よくわから

ないけれども、長島については、４歳、５歳の単数クラスになるのかな。ただ一

応それがまた地域事情ということもあるので、複数年齢、複数クラスを確保する

という視点からということで、この５園案については、それぞれの園の、規模に

ついては、これを書いていないというのが、実際のところなのかなと思うんです

けれども。やっぱり明記すべきということでよろしいでしょうか。どうなんでし

ょう。 

 

（委員） 

  明記は必要かなというふうにひとつ思う所はあるんですけれども。自分の地区

ばっかり言って申し訳ないなと思うんですが、凄く人数的に５年後１０年後読み

づらい数字にうちはなってくると思います。 

だからこれ例えば５歳複数クラスというふうにうたわれると、果たしてそれだ

けで全部行ってしまわないかな、５年、１０年後。というのは感じるので、確か

に、委員さん言われたように、ぼやかしてあるというのはありがたいんですが、

逆にいうと書くと怖いし、書かないと怖いし、どっちがいいのかなというのは正

直本音です。 

例えば書いてもらうなら、「地域の状況に応じた中で、もう１回考えていただく」

という文面をわからん所は書いていただきたいなと。ちょっとぼやかしすぎです

かね。 

 

（委員） 

  資料３６ですね。これから更新されているかどうかわかりませんけれども。 

  資料３６の園の想定規模というところで、旧桑名、１００×３で３００人、４

歳児、５歳児２クラスずつ、多度、５０×２で５歳児２クラス、長島、５０×１

で５０人、４歳児、５歳児１クラスずつ、計４００人というふうに書いてありま

すので、議論した時はこれが、前提だと思いますので、そのまま書いていただけ

ればと思います。 

 

（委員長） 

  それだと、多度でいうと５歳児の２クラスというのは、ちょっと厳しいかな。 

 

（委員） 

  これ人口なので、必ずしもというのは言えないですけれども。 
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（委員） 

  ２クラスと書いてあっても集まらないところについては、当然１クラスになる

訳ですので。現状多度は、２クラスあるんですかね。それが１クラスになること

は十分想定出来ることだと思います。 

 

（委員長） 

  では、一度入れてみましょうかね。先ほどの資料のもとでのクラスの話を、こ

れは確かに１１園案と出来るだけそろえるということからいえば、あってもいい

気がしますので。ちょっと検討してみて、週明けに案を示したいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

（３）の園の形態、通園学区についてということで、２行の文章でありますが。

じゃあお願いします。 

 

（再編推進室指導主事） 

  失礼いたします。（３）の園の形態と通園学区についてでございます。こちらも

ご意見の方いただいておりまして、現在５歳児について設定というところでござ

いますが、３人の委員の方からいただいている意見としては、中学校ブロックと

委員会で発言があったのに全域がＯＫというのと、１１園にこだわる必要性がな

いという部分と、保育園と同様の形態が存在してしまうのではないかといったこ

とで、また、ここまでの内容については、討議がないという部分で、削除をとい

うようなご意見をいただいておりました。 

  そちらにありますように、文言の整理といたしましては、学区の議論というの

は確かに十分じゃなかったかというふうなこともあるかもわかりませんけれども、

保護者にとっては、重要な関心ごとでもあるということでございます。 

  ただ、尐なくとも、現５歳児の通園学区というものは、事実上なくなるという

訳ですので、文言の修正といたしましては、そこにあるようなかたちで行っては

どうかというふうなことを考えております。ですので、文言といたしましてはそ

こにあるように、園の形態、通園学区については、読み上げさせていただきます

と、「再編後の園の形態としては、原則独立園とし、現在５歳児について設定され

ている通園学区は廃止する」というようなところでどうかというようなことでご

ざいます。 

 

（委員長） 

  この１行程の文書でありますが、これいかがでしょうか。 

 

（委員） 
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 「通園学区は廃止する」という文言で留めるということは、どう解釈すればいい

のかなということは思うんですよ。その前の方に中学校区を生活圏域と考えるだ

ったら。 

  今は小学校の校区でということになっていますので、じゃあ陽和ブロックの居

住者の場合は、まあ立教なら立教、城東なら城東にいくと。今までの小学校ブロ

ックは廃止というような解釈でいいのかなというふうに思うんですが。 

  ただ、この委員会の議論の時に、学区フリーというような、かたちで全市的に

通うことができるというような話もあったと思うんですけれども。ですのでこの

学区によらず、全市から園を選択できるようにするというような。削除の修正が

でていますけれども、このことについては、話があったというふうに確認がとれ

ていたかどうかということは、置いておいて、これは出てた話だと思っておりま

すけれども。 

 

（教育部長） 

  今の委員の考えだと、１１園案を想定して考えて。 

 

（委員長） 

  １１園はね。 

 

（教育部長） 

  ５園案のこともありますよね。だからそう書けない。 

 

（委員長） 

  そこを私もずっと、思っているんですよ。１１園案の時の話と５園案の学区の

話というのは、やっぱり違う話のはずだし、ただ、これを全部２通りで書いてい

くというのも、どこまでそれを書くかなんですよね。 

 

（教育部長） 

  そうなると、通園学区を廃止するということは書けると。そこまでだと思うん

ですがね。 

 

（委員長） 

  はい。そうだね。 

 

（委員） 

  じゃあ含みとしては、１１園になった場合は、中学校区が校区になると。５園
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になった場合は、その全市的に、というようなこと。多度は多度、長島は長島と

いうことはあるのかもしれないですけれど、そういう解釈なんですか。 

 

（委員長） 

  どうなんですかね。 

 

（教育部長） 

  そこの具体的な部分については、まあ実施計画で考えていくことになると思い

ますが、ただ、今われわれの話の中ではそこまでは言及していないということを

私は言いたいなと思っております。 

 

（委員長） 

  ですので、まさに結論は書いていないということですね。廃止することしか書

いてないということになるんですけれどね。 

 

（委員） 

  今、委員が言われたように、削除してほしいというのは出したんですけれども、

明記としては、１１と５の意味合いが違ってくるかなというのと、例えば、１１

にしろ、例えば七和と大山田が残る、残らないというのがあるかもわからないで

すけれども。七和の方が大山田に行きたいというケースは出るのかなと。近隣の

学区というのはあるのかなというのは思うもので。そういう部分というのは、こ

の会議の中でも出たんじゃないかというふうに思ってます。 

ですので、原則のかたちというか、通園学区は廃止するというかたちにしてほ

しいよねという考えと、もうひとつ４番の方へ飛んじゃうんですけれども、これ

と連動して、例えば「分団登園やバスによる送迎なども検討する必要がある」と

文言があったもので、３番の学区この部分に関して削除してほしいというふうに

書かせてもらったというのは、われわれ私立保育園の方の意見を言ったというか

たちです。 

 

（委員長） 

  はい。なるほど。ということで言いますと、４と絡めた時には、全市から園を

選択できるようにするという廃止後の考え方については、これ復活もありうると

いうふうに考えてもいいんですか。 

 

（委員） 

  僕の意見としては５園案であれば、そういうかたちならざるを得ない。 
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（委員長） 

  ５園はそうならざるを得ないですよね。 

 

（委員） 

  というので、その部分というのは確かにあるかなと。書き方として、言葉とし

て書くなら、こうしかないのかなというふうにとるんで、ただ、会議の中では確

かに５園になった時に学区ですよとそんな大きなくくりにはちょっと無理がある

というのもひとつ事実わかっております。 

  だから１１と５の中での書き方としては、この書き方が正しいというのか、ど

うなのかもわからないけど、いいのかなというふうにひとつ思うし、下のからみ

からいったら、この書き方をすると、今度バスが走るなりなんらかのかたちにな

れば、ほんとに保育園と一緒のかたちの幼稚園ができちゃいますよということに

なりかねんなというふうに文章をとっちゃいましたので、そういうかたちで意見

を書かさせていただいたということです。 

 

（委員長） 

  すると、（４）の通園方法の部分についても、今の話で言うと一体的にちょっと

検討しなくてはいかんなということにもなりますかね。 

 

（委員） 

  最終的にはもう１回検討すべき。 

 

（委員長） 

  はい。どうでしょう（３）の部分については、いったん置いておいて、通園方

法の部分でありますが、通園方法については、いかがでしょうか。事務局の方か

ら簡単に説明だけして下さい。 

 

（再編推進室指導主事） 

  通園方法についてです。これも事前にいただいた意見がございます。一覧の２

ページの方をご覧ください。通園方法です。「分団登園やバスによる」というよう

な部分でございますが、原則を守るべき内容のみ明記すればよいのではないかと

いうことを３人の委員の方からいただいております。 

  また、同じく通園方法の部分ですが、委員の方から私学を含めたかたち、配慮

したかたちでの記述にすべきというようなご意見をいただいております。こちら

の方の提出もうけまして、修正の部分ですけれども、「原則、保護者送迎とする」

というところで一旦切っておいて、長島地区でのバスをというようなご意見は確
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かにございましたので、これは具体的に検討してほしいというような文言で入れ

てはどうかなということでございましたので、このような書き方をしております

ので、よろしくお願いいたします。 

  読み上げますと、「（４）通園方法について 再編後の通園方法については、原

則保護者送迎とする。なお、長島地区については、バスによる送迎も検討する必

要がある」ということでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

  はい。 

 

（委員） 

  バスについては極めて、敏感な部分でありますので、提案をいたします。「再編

後の通園方法については、保護者送迎とする。」これでおしまいと。これを提案さ

せていただきます。長島地区は、何地区はということについて、バスがあるかも

しれないよと具体的に言ってしまう必要はないし、言ってしまうと、委員がおっ

しゃった部分についてはどうなるのということになってくると思いますから、そ

こはもう、触れないということを提案をいたします。 

 

（教育部長） 

  そういう状況になれば、長島は１園ではなく、２園になるんではないですか。 

 

（委員） 

  教育部長は、地域のみなさんを前にして、説明をしなければいけないというお

立場でありますから、そこのところはよく理解をさせていただくつもりなんです

けれども、ここに書いてしまうべきことではなかろうかと。 

つまり、そこは、われわれ委員と地域、市民のみなさんあるいは壇上に立つ人

と地域のみなさん、信頼関係の中で、説いて明かしていくことであって、ここに

答申として書いておくという部分については、もう、保護者送迎なんですよとい

うことをきっぱりうたう必要があろうかなというふうに思います。 

 

 

（教育部長） 

  委員おっしゃってみえるように、地元説明ということも頭にイメージしながら、

私は発言してしまうことになるわけですが、原則保護者送迎ということですね。 

 

（委員） 
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  原則と言ってしまうと、原則なので、原則すら言わない。再編後の通園方法に

ついては、保護者送迎とする。 

 

（委員長） 

  ということね。 

 

（教育部長） 

  それは厳しいですね。 

 

（委員） 

  原則という言葉をつけることによって、それは別に何の保険にもならないんで

すよ。つまり、ちょっと心に余裕を持たせたいための、それだけの心的理由だと

思いますので。答申に原則があるないということはですね、壇上に立つ人にとっ

ては大きな課題かもわかりませんけれども、答申となると、原則という言葉は、

もっと突き詰めていえば、例外のない規則はないわけですから、それはもう世の

中の大前提でありますから、そこに原則と書くことによって、よりさらに例外の

幅を広げる必要はないとこんなふうに思います。 

 

（委員） 

  私は、長島は１２キロですか。随分長い所で、そこを１園にするというのは、

やっぱりすごく申し訳ないような気がするんです。それで、こうやって「長島地

区については」と書くのが難しいと言われたら、「保護者送迎とする。しかし地域

の特性によって、検討をする」というような文言が入るといいんじゃないかなと

思うんですけれども。 

 

（委員長） 

  はい。どうぞ。 

 

（委員） 

  前回提出いただいた類似団体の状況で見ますと、公立幼稚園というのは、だい

たい、平均４．７園しかない訳ですね。桑名市は類似団体の中で、面積は狭い方

です。この類似団体が、はたして幼稚園のバス送迎をしているかというと、おそ

らくしているところもあるかもしれませんけれども、してないところがほとんど

だろうと。やはり、今ある幼稚園をなくすからかわりに、何かサービスを作ると

いう発想はやめるべきだと思いますし、長島で仮にバス送迎をやってしまうと、

今後必ず、１１園案になろうが、５園案になろうが幼稚園の数というのは私立、
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公立合わせて年々減っていっておそらく近い将来７園、８園になってくるだとう

と思うんですね。そのたびに、減らすんであればバス送迎をしろ、減らすんであ

ればバス送迎をしろというふうになってしまいますので、ここはバス送迎は明記

しないというのが、私は正しいのではないかなというふうに思います。 

 

（委員） 

  そもそもの話になってしまうのですけれども、保護者送迎とするというような

この考え方について、委員会の中で、委員の発言で明確に示されたという記憶で

はないんですが、ひとつの基本的な考え方の中に、事務局側から示されたひとつ

の方法であって、私自身は、園が減らされる、減っていくのに、さらに送迎まで

保護者の負担とするんですかということで、随分反対もさせていただいたと記憶

しております。今さらその部分について、議論を掘り返すつもりはないんですけ

れども、ただ、「原則保護者送迎とする」という文言については、私はどうしても

入れてほしい。原則という言葉は。 

 

（委員） 

  私もですね、「原則保護者送迎とする」とこれを是非残してほしいと思っており

ます。 

 

（委員長） 

  どうでしょう。 

 

（委員） 

  「再編後の通園方法原則保護者送迎とする。」原則があろうがなかろうが、僕ど

ちらでもいいような気はせんでもないんですけれども、多度のバスはどうなるん

ですか。今走っているバスは「原則保護者送迎とする」とした時点で行政側さん

はストップをかけてくれるんでしょうか。どういう理解になるんでしょうか。 

 

（委員長） 

  なるほど。はい。 

 

（保健福祉部長） 

  実施計画の中で決めていく。 

 

（委員） 

  実施計画の中で。原則保護者送迎とするのであれば、今、現状で話が出ている
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中で、こことあわんようになりますよね。それでお聞きしたかっただけで。 

 

（委員長） 

  今は答申をつくるところでありますので、ですから政策的な判断を今、会議し

ていただく場ではないだろうというふうに思っていますが。 

 

（教育部長） 

  長島の場合を考えるとですね、バスの送迎がなければ２園ということも考えざ

るを得んかなと考えるところです。 

 

（委員長） 

  はい。 

 

（委員） 

  今の実施計画で考えるところだと、非常に、やっぱりそうなんだと思って残念

なんですけれども。やはり、ここは、再編検討委員会の意思として、「原則保護者

送迎とする」と書くのであれば、当然今、多度で走らせているバスは廃止になる

ということは前提だと思います。 

 

（委員） 

  その時の話合いの時に、多度はそのままだというような話だった記憶があるん

ですが。話合いでそうだったと思います。多度はそのままということで進んだ記

憶があるんですが。また議事録も見ていただきたい。 

 

（委員長） 

  そうですね。一度確認せないかんですね。 

 

（委員） 

  やはり、長島地区には、私も言わせていただいたように、やはりバスによる送

迎を検討する必要があるということは、これは入れていただきたい思います。 

 

（委員長） 

  ということで、この通園方法については、これ議論百出の部分でありますが、

「再編後の通園方法については保護者送迎とする」という言い方、ここは原則と

いうことばを入れてほしいなという２つの意見があるということ。それから、バ

ス送迎については、やはり長島地区については、バスによる送迎というのを、検
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討する必要がある、あるいは実施計画で多度も含めて検討していくということで

あれば、先ほど委員からありましたけれども、「原則保護者送迎とするが、地域の

特性によってバスの送迎も検討する」という書き方をするかどうかということに

なるのかなと思うんですけれども。 

地域の特性によってということで場所はぼやかしてしまう。これは、ある意味

長島の現状の話と、それが念頭にある。どうでしょうか。そんな文言では。厳し

いでしょうか。多度の話は確かに、今、ここで答申の中でじゃあ廃止だねと書く

話ではない。 

 

（委員） 

  そういう意味で言ったんではない。 

 

（委員長） 

一度ちょっと整理してみて、次回には具体的な文言として提案したいと思いま

すし、園の形態、通学区域についても、１１園案と５園案をいっしょくたんに書

いているのはいけないのですけれど、通園方法で原則保護者送迎というかたちに

した時に、再編後の園の形態としては、原則独立園として、現在５歳児に設定さ

れている通学域は廃止するし、学区によらず全市から園を選択するというふうで。

「保護者送迎を原則とした時には、学区によらず全市から園を選択できるように

する」という文言は、これはいかしてもいいということでよろしいんですかね。

委員は。そういうことですか。 

（３）の園の形態、通園学区については、再編後の園の形態としては、「原則独立

園とし、現在５歳児に設定されている通園学区は、廃止する。学区によらず、全

市から園を選択できるようにする。」これは復活するということなんですけれども。

これはどうなんですか。これは「廃止する」でいいんですか。この「廃止する」

までということでありますけれども、ことさら全市から園を選択できるようにす

るとは、言わなくてもいいのではないかということでありますけれども。よろし

いでしょうか。通園方法については。 

 

（委員） 

  ちょっとわからなくなってしまったんですが、そうすると、長島がありますよ

ね。長島は１つになるから、バスという話がでているんですよね。そうすると、

学区によらず、全市からというのと上と下はどういう関係に。（３）と（４）はど

ういう関係になってくるんですかね。ちょっと整理していただけないですか。 

 

（委員長） 
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  長島についていうと、１つなんですよね。 

 

（委員） 

  そうすると、その学区がなくなりますよね。学区がなくなる。そうすると、学

区外でもそこへ行くわけですよね。 

 

（委員長） 

  そうですね。 

 

（委員） 

  上の全市からというのがあれば、行くということになりますよね。学区をはず

した中で。行くということになってきますよね。そうするとこの文言はいるとい

うことになってくるんじゃないですか。違いますか。 

 

（委員） 

  廃止されているからバス送迎は基本的におかしい。 

 

（委員） 

  そしたら、バス云々の表記は必要になってくるんではないかと。 

 

（委員長） 

  はい。 

 

（委員） 

  私も今考えをめぐらしてみたんですが、そうすると長島地区で、もし、バスが

走った場合、学校区が廃止されるわけですから、修徳までバス来てよということ

が言えるわけですよね。「長島へ私幼稚園行きたいんです。」と。 

 

（委員長） 

  なるほど。それがあり得るかということですね。 

 

（委員） 

  長島地区と地区が入ってますやないですか。長島地区については。 

 

（委員長） 

  文言としては、ここでは長島地区についてはと限定している。 
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（委員） 

  限定はされてますよね。 

 

（委員長） 

  逆に言えば、学区を廃止したんだから、バスの通園方法の部分では、地区だけ

でも限定して入れておく必要が逆に言えばあるかなということなんですが。 

 

（委員） 

  そうなんです。 

 

（教育部長） 

  今、ご提案のあった地域の特性によってということになると、曖昧にしてしま

うとかえって今のような部分が逆にしていくんではないですかね。 

 

（委員長）  

  長島地区もいらんだろうというお話もあるわけですよね。 

 

（委員） 

  ですので、そこのところは、今後の信頼関係の中で話をしていっていただくと

して、答申には載せないと。もう一つ言うと、今さっき原則という話については、

どうも私はマイノリティになってきたので、そこのところは委員長一任をさせて

いただきます。 

 

（委員長）   

  原則はお願い。 

 

（教育部長） 

  委員さっきおっしゃったように、マイノリティという話ではないですけれども、

原則については委員長一任。 

 

（委員長） 

  原則はとりあえずは入れさせていただくとして、バスの話はどうしますかね。 

 

（委員） 

  長島についてですね、確かに先ほど委員でしたか１２キロ、本当に大変なんで

すよ。だから、ここに長島地区についてはということで、文言出ておるんですが、
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やはりこれは、このままでいいんじゃないかと思います。私自身は。 

私の七和地区から長島にいく人はいませんから。仮にそういう場合でも保護者

送迎。極端なかたちではなくて、ここの地区と書いてありますから。ここに関し

ては、南北１２キロというのは大変ですよ。１つの園という形でとらえるならば。

先ほど委員がいわれましたように、もし、保護者負担でするのであれば、あるい

は南、北にも、もう１つ必要かなというふうに考えざるを得ないし、１１園とい

うようなかたちで、中学校ブロックでこうなっておれば、止むを得ないというふ

うに、私は思います。 

 

（委員長） 

  はいどうぞ。 

 

（委員） 

  バス送迎というのは、いかに維持経費が大変であるかということが、ここの中

では全く議論されてないわけです。バス１台設けることによってかかる費用を、

違うものにあてられるとすれば、いろいろな物に使えるわけですね。先ほど多度

を廃止すべきだという話をしましたけれども、一度バス送迎を始めてしまうと、

これはなかなか廃止出来ないのはよくわかります。ですので長島を安易に大変だ

からということだけで、市の税金を使ってですね、運行させるということについ

ては、私は賛同はできません。そういう費用があるのであれば、同じ桑名市民の

子どもである私立にも、もっともっと積極的に支援をしていただきたいと思いま

す。 

 

（委員） 

  ここに、送迎も検討する必要があると。バスを運行させますというようなかた

ちで決めてあるわけではないんですから、やはりこの検討も必要ですよというよ

うな、いろいろもっと、送迎のやり方もいろいろなかたちがあるでしょというこ

との位置づけだと私自身はひとつとらえております。 

 

（委員） 

  あくまで答申ですので、検討されたことがらの結果として、これを市民のみな

さんに知っていただくということについていえば、バスについてはですね、バス

が１台いくらするのかだとか、人件費がどれほどかかるのか、そういう検討とい

うのは一切されなかったわけですので、バスという文言自体が現れてくる十分な

議論はなされていないと、こんなふうに思います。 
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（委員長）  

  いかがでしょう。そうですね、通園方法については、再編の通園方法について

は、原則保護者送迎とするというところまでは、これでいいかなと思います。長

島地区については、バスによる送迎も検討する必要があるというこの文言につい

て、バスという文言を入れるべきなのか。長島という地区を限定のかたちで表現

すべきなのかというところで、ご意見をいただいているところでありますけれど

も、今までのご意見で言いますと、これをまったく失くしてしまうというのは、

これは、１１園案の場合特に、これは１１園ではおさまらん話になっていくとい

うところでの懸念を多くの委員のみなさんから意見をいただき、ただ、私立のみ

なさんからは、バスというのは一旦走らせたら、ずっとひっかかるものだし、導

入は慎重でなければいかんのだ、というところでご意見をいただいています。 

その意味で言うと、通園方法についてのバスの取り扱いというのは、これは、

このままいっても平行線の部分がありそうでありますで、ちょっと書き方を工夫

するしかないかな、ある意味バスの導入の可否については、ちょっと慎重に検討

しないといけないということで。一旦預からせて下さい。月曜日までに考えます。 

 

（委員） 

  委員長さんの方にお任せするんですが、もし、考えていただくなら、またバス

の話に戻しちゃうと、多度は無料で走っていますよね。ただこれ長島の話、検討

しますよという話の中に、無料か有料かによって、たぶん長島の話を例えば例に

させてもらうと、私立の幼稚園さんは有料で走っていますよね。ここでの格差と

いうのがまた生まれてくると。 

そうすると、私立の方はお金がとれなくなりますよね。片方タダで走ってます

よという話になってくるということもあるので、やっぱ慎重にしてほしいという

のが事実なんですが、そういうデコボコしたものが、生まれかねないということ

も十分に検討の中には入れていただきたいなというふうに思います。 

 

（委員長） 

  すでに５時半をまわっておりまして、まだ、半分もすんでないという状況なん

ですけれども、時間的にもうちょっと。せめて「幼保一元化」、またこれもすごく

議論があるのかなと思うんですけれど、「幼保一元」までは、ちょっといきたいか

な。３番目のできれば「適正規模と複数年保育」のところもいきたいなと思うん

ですけれども。時間的にはどうですか。 

 

（委員） 

  休憩をとっていただければ。 
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（委員） 

  休憩とってほしいですね。 

 

（委員長） 

  じゃあすみません。休憩をとって、６時１５分までということで。休憩取りま

しょう。 

 

               ５分間休憩  

 

（委員長） 

  じゃあ、再開しましょう。６時１５分まで時間をいただいて、「幼保一元化につ

いての取り組みについて」ご意見をいただきたいと思います。 

 事務局説明をお願いします。 

 

（再編推進室指導主事） 

  幼保一元化の取り組みについてでございます。まず、いただいた意見というと

ころでお願いをしたいと思います。 

委員の方からいただいたご意見としましては、委員会では、一部の委員から賛

成があったものの、反対もしくは時期尚早という意見が多かったように思うとい

うことでございますし、あと、こども園の行方というものもあるというようなこ

とで、議論が必要だと。よって、この「幼保一元化の取り組み」については、全

文を修正する必要があるのではないかというご意見をいただいております。 

 「幼保交流保育や合同研修を実施」というあたりについては、公立ありきの明記

ではないかということで、削除をということで３人の委員の方からいただいてお

ります。 

  あと、「幼保一元化を進めていくことが望ましい」という文言についてでござい

ますが、「望ましい」という案を作成された意図をということで、委員会で「望ま

しい」と決めた覚えはないというご意見を委員の方からいただいております。 

  それから、「公立幼稚園と公立保育所が同一敷地内に」という部分で、暗に多度

幼稚園を指しているのではないか、また、現実化されるようなことがあれば私立

園は経営危機に値すため削除をということを、同じく３委員からいただいており

ます。 

  このようなことも踏まえまして、委員長修正ということでの修正文のご説明で

ございますが、まず、全文の修正ということでございましたけれども、上から二

つの段落の部分につきましては、現状のものだと思いますので、そのままでいか

がかというところではございますが、ただ、主語を追加ということで、「市では」
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と「本検討委員会の中では」を追加しております。 

  また、幼保一元化に反対の意見として、という部分もございましたので、幼保

一元化は、私立への影響が大きいことが予想されるので、反対であるというよう

な意見も入れて併記という形で表記をしております。 

  より具体的な答申という点からいきますと、「地域としては、保育所の建て替え

等が考えられる地区において」という一文で入れるのはどうかということでござ

います。 

賛成、反対両方の意見がもちろんございましたので、「今後慎重に検討」という

かたちでまとめてはどうかということで表現の方を書いてございます。 

 

２ 幼保一元化の取り組みについて 

１９年答申では、「多様な形態の就学前施設を用意し、幅広い選択肢の中からそ

れぞれの家庭が選択できるような環境づくりを進めていく」と示されており、幼

保一元化施設もその選択肢の一つとしてあげられている。 

これを受けて、市では幼稚園と保育所の互いのよさを活かした保育のあり方を

求め、幼保交流保育や合同研修を実施してきた。また、公立幼稚園教諭と公立保

育所保育士の採用試験の一本化や桑名市共通カリキュラムを作成するなど、幼保

一元化に係る取り組みを進めてきた。 

本検討委員会の中では、「幼保一元化を図ることにより、集団活動・異年齢交流

に大切な子ども集団を保つとともに、家庭の状況にかかわらず、同一施設で同様

の保育の提供が可能となる。」また、「施設の共用化を図ることにより、効率的な

運営につなげることができる。」といった積極的な意見もある一方で、「幼保一元

化は私立への影響が大きいことが予想されるので反対である。」という意見もあっ

た。 

  こうしたことから、保育所園舎の老朽化による建て替え等が考えられる地区に

おいては、幼保一元化を進めていくことが考えられる。なお、幼保一元化に関す

る国の動向については十分に注視しながら慎重に検討することが必要である。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

  とういう文言の案でありますが、これについていかがでしょうか。 

 

（委員） 

  まず、質問なんですけれども、ここにある「公立幼稚園教諭と公立保育所保育

士の採用の一本化や桑名市の共通カリキュラムを作成するなど、幼保一元化にか

かる取り組みを進めてきた。」とありますが、この共通カリキュラムというのは、
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幼保一元化を見据えた取り組みだったんでしょうか。 

 

（再編推進室主幹） 

  １９年の答申に基づいて公私立幼稚園・保育所を問わず基本となるようなカリ

キュラムを作ろうということで作成をされておりますので、１つには、幼保一元

化でなくても、公私立どこでも使えるものを作りましょうということでございま

す。 

  ただ、それは、幼保一元化をした施設においてももちろん基本となって使って

いっていただけるというあたりで、一つには、幼保一元化という多様な施設を保

護者が選択できるようにということで、これからそういうかたちの園を目指して

いくということで、幼稚園・保育園でも使える、公立私立全て使える、そして新

しくできる幼保一元化という目指していくものについても使えるという意味で作

成をしたものというふうにとらえております。 

 

（委員長） 

  ということでありますが。 

 

（副委員長） 

  就学前の共通カリキュラムってことになると、小学校に入る前の子どもたちの、

いわゆる就学前の、保育園であっても幼稚園であっても私立であっても公立であ

っても、ある種、やっぱり、小学校に入るまでの桑名の公立の小学校、私立の小

学校、小学校に入るまでにこういうふうなことは学んでおこうね、経験しておこ

うねという共通カリキュラムであって、就学前ですから、幼稚園も保育園も含め

たということであって、一元化という言葉とはちょっと関係ないような気もする

んですけどいかがなんでしょう。 

  就学前の共通カリキュラムであって、一元化ありきのカリキュラムじゃないと

思うんですけれども。 

 

（再編推進室主幹） 

その通りで、幼保一元化があるから共通カリキュラムがあるわけではございま

せん。もちろんそうです。ただ、１９年答申の時に、これから多様な施設を提供

していきましょうという中に、幼保一元化の施設も考えていきましょうというこ

とでしたので、それも含めて、基礎となる共通カリキュラムを作成したという説

明をさせていただいたつもりです。 

  それによって、ここにあげてくるのがどうなのかについては、また、ここで議

論をお願いしたいところでございます。 
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（委員） 

  私としては、「また」のところから「進めてきた」までは、削除をお願いしたい

というふうに思っております。 

 

（委員長） 

  採用試験の一本化も。 

 

（委員） 

  私なりに、文言をどういうようにしたらいいのかというのを、考えてきました

ので、また、参考にしていただければと思うんですけれども、「現在の認定こども

園制度は、待機児童対策と過疎化の子どもの集団確保を目的としてスタートした。

桑名市においてはいずれにも当てはまらない。また、保育士と幼稚園教諭との待

遇格差、事務手続きの煩雑さなど、解消すべき課題が多く、国の動向もめまぐる

しく変化している。したがってこの答申で一定の方向性を出すことは適切でない

と判断した。」というような書き方いかがかなというふうに思っております。 

 

（委員） 

  ちょっと疑問に思うところが、赤で直された「保育園舎の老朽化による建て替

え等が考えられる地区においては、幼保一元化を進めていくことが考えられる。」

これ、いつから考えられるようになったんですかね。よくわからない。幼稚園の

話をしていたんですよね。これ、先も言われていたように、幼稚園の再編ですよ

ねという話があって、いつの間にか保育園の園舎が老朽化すると一元化になるん

ですか。これ。何か、とってつけたように上手にまた変えられているような、気

はしないでもないし、こういう話ではないと思います。 

だから、幼保一元化の取り組みについてという部分で、保育園園舎の老朽化に

よって建て替えのところは幼保一元化を進めていくというのはよくわからないの

ですが。 

 

（再編推進室主幹） 

  この部分も、基本的に、また、ここで議論をしていただくところではあるんで

すが、ただ、この答申は、より具体的に。１９年答申がかなりばっくりとしたも

のでしたので、本当に実施計画につなげられるようなかたちの、かなり踏み込ん

だかたちのものをいただきたいという、そういう方針と言いますか、そういう思

いがありますので、そこらあたりから、ちょっと具体的なところで入れさせてい

ただいたという、そういうところですので、ここらあたりは、意見として出てい

たということは確かだと思います。前回の幼保一元化の話し合いの時に。 
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ですが、これを、ここに載せていくのかは、議論をお願いしたいところです。 

 

（委員長） 

  これについては、具体的に保育園を所管する立場としては、どうなんかな、そ

この話は。 

 

（保健福祉部長） 

  現実的に、今、耐震構造がどうなんだというところで調査をさせていただいて

いるところでございます。今後、その結果を踏まえまして、ここらへんの文言と

整合を図りながら検討をしていきたいというのが現実の考えです。 

  ですから、実際、今、９園ありますけれども、そのうち５園は耐震ＯＫが出て

いて、今年度２園調査し、来年度２園調査する方向で今進めております。だから、

そこらへんで耐震が必要だと、それ以前に建て替えが必要だという結論が出た段

階では、こういった文言に沿った形で整備したいなというのは現実論として考え

ております。 

 

（委員長） 

  ということは、なんらか考えていくというのが保育所の担当であります。どう

なんでしょう。先ほどちょっと、委員からの具体的な文言の修正の中でありまし

たけれども、公立保育所として、この「幼保一元の取り組みについて」のこの書

き方については、どうでしょうか。 

 

(委員) 

       幼保一元化について十分幼稚園さんと話し合っていないので、難しいなという 

気がします。確かに幼保の交流とかをやってきましたが、それが、幼保一元化の 

施設になっていくというところまでは、つながってなかった部分も自分の中では 

あります。こういう方向で進んでくるとは思ってなかったので。 

 

（保健福祉部長） 

  申し訳ございません。先ほどの委員さんのご発言、ちょっと早口でわかりにく

いところはあったんですが、確かに総合こども園構想の創設につきましては、先

送りされましたけども、認定こども園については、今全国で９００か所を超える

ところが実施しております。国の方針よりもまだまだ尐ないという現実はありま

すけれども、やっはり、ここらへんの４類型なども見極めながら、私は、今後も

検討していくべきところはあるというふうには思っています。 

ちょっと早口で言われましたので、どこがどうということは、ちょっと。文言
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を評価できるところ、できないところあると思いますけれども、もう一度文章化

したものを見せていただければありがたいなと思います。 

 

（委員） 

もう一度読んだ方がいいですか。 

 

（委員長） 

  そうですね。 

 

（委員） 

「現在の認定こども園制度は、待機児童対策と過疎化の子どもの集団確保を目的

としてスタートした。桑名市においてはいずれにも当てはまらない。また、保育

士と幼稚園教諭の待遇格差、事務手続きの煩雑さなど、解消すべき課題が多く、

国の動向もめまぐるしく変化している。したがってこの答申で一定の方向性を出

すことは適切でないと判断した。」という答申でいかがかなというふうに思います。 

 

（保健福祉部長） 

  おっしゃっていただいておるところ、よく参考文献に書いてあると思います。

確かに、過疎地、密集地そこらへんあると思いますけど、現実的に、安城なんか

は、うちと同規模、ちょっとうちより大きいと思いますけれども、成功している

事例もありますので、そこまで踏み込んだ表現が果たしていいのかどうか私は疑

問に思います。 

 

（委員） 

  答申というのは、ここの中で議論されたことが出されると最初から聞いており

ますので、幼保一元化について、今のような否定的な見解がここで合意されたと

いうふうには私は理解していないので、どうかなと思います。 

  それから、もう一つ保育所園舎の老朽化による建て替えが必要なところという

のは、いくつかあるんですか。 

 

（委員長） 

  いまの話だと、まだこれからという話でしたね。 

 

（委員） 

  耐震については、今お聞きしましたけれども、老朽化でというあたりはどうで

しょうか。 
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（保健福祉部長） 

  ないことはないですね。今年度調査させていただくところについて、若干問題

点のあるところはあります。ただ、まだ調査が終わっておりませんので、何とも

申し上げれない状況です。ただ、すでに終わった５園については耐震構造、クリ

アできているという状況でございます。 

 

（委員） 

たぶん、そっちに話が行ってしまうとダメなんだと思うんですね。だから、保

育園舎の老朽化による建て替えというふうに言い換えられたのは、その上の赤い

線が引っ張ってあって取り消しがしてあるところ、「以下のような地域」を、おそ

らく言葉を換えて言ったんだと思うんです。「以下のような地域」ひょっとしたら、

多度保育園というのは老朽化しているんでしょうかね。そうすると、多度保育園

舎の老朽化、おそらくそのへんの含みを持って言いたいというんだと思うんです

ね。 

いずれにしても、保育園、保育所ということについての、その、老朽化、建て

替え云々については、云々されたことは過去にありませんので。それこそ、この

部分については、不適切であって必要がないとそんなふうに思います。 

 

（委員） 

  園舎の老朽化を理由にして幼保一元化を進めるというのは、私は、本質的では

ないのではないかなと、保育所で必要であれば保育所で建て替えでもいいですし、

幼保一体化が必要であれば幼保一体化施設を作ればいいと、老朽化をしていると

ころで幼保一元化を進めていくということは、私はおかしいのではないかなとい

うふうには思います。 

 

（保健福祉部長） 

  その点については、私も同意させていただきたいと思います。それが全ての要

因ではない、一つの要因として考えられるというふうにご理解いただきたいと思

います。 

 

（委員長） 

はい。契機としてということはありうるだろうということでありますが、ただ、

こういう文言自体を入れていくかどうか、先ほどもありましたけれど、この委員

会で尐し議論していかなければいけないんですけれど、どうやらこの点について

も、かなり意識のかい離は広い・・・・。 

  はい、どうぞ。 
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（委員） 

この幼保一元化の話の時に、再編を考えていった時に、どこでも全部でもなく、

ここの地域として老朽化のことも一つ、園児数のこともそうですし、近くで交流

しているところとかあればといういろんな話の中で出てきたのであって、全部を

するわけでもない。桑名市の公立を再編していく時に、こういう園も一つ考えら

れるという中の話であったので、考えるきっかけの１つではなかったかなと思い

ます。きちんと、幼保の話も出ていたので、これは、全否定の委員さんのご意見

のような話し合いでなかったかのように思います。 

 

（委員） 

  私、幼保一元化を全否定しているわけではなくてですね、方向性を出すのが時

期尚早なんではないかという話をしている。この文章を見ると、明らかに、やは

り、作ることが前提になっていると受け取れかねない文章だと私は思いますので、

こういった文章は避けるべきだというふうに思います。 

 

（委員） 

  今、委員が言われましたように、「保育園の園舎の老朽化による建て替え等が考

えられる地区において幼保一元化を進める」と、ここまで決めつけることはでき

ないんじゃないかと思いますけどね。保育園は保育園、いわゆる幼保一元化施設

は一元化施設、幼稚園は幼稚園と、そういう、大きな市のここへ何々を作るとい

う計画がはっきり出てきた段階で、これはこれであれはあれというべきで、これ

はちょっと言い過ぎでないかと僕思うんですけどね。 

 

（保健福祉部長） 

    委員おっしゃるとおりだと思ってます。建て替えが必要となってきた園舎が生

じたと、それとやはりその時点で、一元化、一体化を図る必要が生じたと、その

二つの要素が相まった時に、こういった議論が出てくるべきだと思ってます。 

  だから、建て替えがあるから無理やり一元化しようというような考えはないと

いうことです。 

 

（委員） 

  であるとすると、保育園舎の老朽化云々ということを答申に載せるのは不適切

であると思います。 

 

（保健福祉部長） 

不適切ではないと思います。文言の訂正が必要だと思います。 
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（委員） 

  具体的にいかがでしょうか。 

 

（保健福祉部長） 

  一度検討させてください。 

 

（委員長） 

  ちょっとじゃあそれは担当課も検討するということになりますし、今いただい

たご意見で言うと、ちょっと具体的に、尐なくとも老朽化による建て替えでとい

う感じじゃないだろう。この委員会で、特に、１１園案のところに書いてありま

すけれど、幼保の一元化というのも考えていくべきだという話は、特に１１園案

の時は議論もあったわけであります。その道をふさぐようなものではない。 

ですから、今ちょっと考えてたんですけれど、こういうふうに書くとややこしく

なるんですけれども、１１園案の検討の際には、という書き方になるのか、ちょ

っとそのあたりですけれども、これもまたもう一度月曜日に第２次の修正案とい

うものをお出ししようかなと思っています。 

 

（委員） 

  先ほど、安城の方で成功しているということでございましたけれど、あまりう

まくいってないところもたくさんあるわけですね。先ほど９００施設という話で

したけども、今、国の方で幼保一体化施設、認定こども園に移行させよう、移行

させようと必死にあめをばらまいてやっているにもかかわらず、ほとんど進んで

いかないのは、やはり、問題が大きいという判断の中で、認定こども園を選択し

ない施設がたくさんあるという事実は認識していただきたいと思います。 

 

（保健福祉部長） 

  確かに説明不足で、国の方針は確か３０００か所くらいを想定していたと思い

ます。そのうち今現在９１１か所くらいだと思いますけれども、そのくらいは進

んでいると、ただ一概に、全部が全部あめをねぶらされて、失敗例ではないと認

識はしています。 

 

（委員） 

  尐し、それますけれども、その上のところで、「幼保一元化は私立への影響が大

きいことが予想されるので、反対であるという意見もあった。」これもきわめて不

適切であろうと思います。幼保一元化ということについて、書かないということ

の議論は、今、委員が言ったこと、あるいは、各委員のみなさんがおっしゃって
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いただいたことが理由であって、私立が言うからする、しないという問題ではあ

りませんので、これも、答申に載せるにはきわめて不適切であろう、あるいは、

若干の誘導がそこに見え隠れすると思われますので、削除をすべきというふうに

存じます。 

 

（委員長） 

はい。といういろんなご意見をいただいて残り時間が１分ということになって

いますが、ちょっと月曜日は大変かなと思います。月曜日は、一応２時間でした

ね。みなさん、確かご都合をお伺いするかぎりは、２時間という時間厳守で、今

日の話で言いますと、今までの議論のところの第２次案の提示の部分が、国の幼

保一元化までのところまでであって、そして、３番の「適正規模」以下について

はまた改めて文案検討ということになります。ですので、月曜日、ラストチャン

スについては、ちょっと時間的に厳しいものがありますけれども・・・ 

 

（委員） 

  その前に、２３日でまとめてしまうのは、現実的には無理だと私は思います。

やはり、もう一日、必ずしも望んでいるわけではないんですが、もう一日、やは

り、尐なくとももう一日は設けざるを得ないのではないかなというふうに思うん

ですが、いかがでしょう。 

 

（委員長） 

  ２３日を一回やってみないと何とも言えないかなと思うんですけれども、２３

日に３時間やってみて、それでアウトだった時に、どうするかという話かと思う

んですが。 

 

（委員） 

  とりあえず２３日をエンドというかたちで進めていただいて、それで、その中

でもし残ればですね、いろんな案件が、やむを得ないですけれど。 

 

（委員長） 

  まずは２３日最後ということで議論してみましょう。 

 

（委員） 

  ２３日すんでからということではなくて、やるかやらないかは別として、日の

設定だけはしていただかないと、また、みなさんご都合が入ってきて、そろわず

に最後の日を迎えるというふうになりかねないですので。 



 

55 

 

（委員長） 

  この週で言えば、私は２６日の木曜日の午後ならば仕方がないかなと思ってい

るんですけれども、実はこの時間授業をやってまして、ゼミをやってまして、今、

若い准教授にゼミをお願いするかたちでこっちに来ているんですね。それをまた

来週やるのかとなるとちょっと厳しいかなと思うんですけれども、最悪の場合は

２６日に、ある意味お集まりいただければ可能かもしれません。２６日の３時半

ですか。 

 

（委員）   

  ２６、２７は、私立幼稚園の東海地区の全体の研修会がございまして。いずれ

にしても、私は２３で一応議論は終えてですね、その委員長がまとめていただい

て、それを全員にいただいて、最終的に確認をさせていただいて、一日設けてい

ただいて、確認をして終わるというかたちでいかがかなと。事務局は７月に非常

にこだわりを見せてますけれど、ここまで議論をしてきて、７月にこだわってや

るようなことではないだろうと。８月に入ってから一日設けてもいいのではない

かなというふうに私は思っております。 

 

（委員長） 

  ちょっとその日程も含めて、２６、２７はなしということにして、とりあえず、

次回エンドで頑張るということにさせていただければと思います。 

 

（委員） 

  今日言った部分は、資料としては早くいただけるんですか。今日、見て今日話

するというのでは、いつも事前にいただいて、修正案を出している割に、今回、

これ、ポロンともらってこの話なので、できれば読み返す時間でないけど見る時

間だけは、せめて１時間でも２時間でもいただきたいというふうには思うんです

ね。 

  

（委員長） 

  できればそうしたいなと思いますけれども、ちょっと今日これから検討してみ

てからにしましょうか。できるだけ早くとしかちょっと言えないかなと思います。 

 今日これから、具体的にもう一回議論しますよ。そして、その文案の修正と、も

う一回議事録を書かないといけないですから、一人あるいは何人かの方々は、こ

れから議事録を起こすことをしていただきます。そしてその文言に沿ってこれか

ら修正の作業をしていって、そして当然のことながら、いろんな方の話も考慮し

ながらやっていって、それで土日という話ってのはちょっと厳しいですので、で
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きれば、２３日の早い時間に見せるということは可能かもしれないけれども。 

 

（委員） 

  月曜日の午前中にでも、メールを飛ばしてもらえるならそれでもいいですけれ

ども。１時間か２時間見る時間をいただきたい。 

 

（委員長） 

それを目標にはしたいとは思っています 

 

（再編推進室主幹） 

  一昨日の記録の方置かせていただいたのですが、目を通していただきまして、

申し訳ありませんが、２４日の火曜日くらいまでには修正の方をいただけるとあ

りがたいと思います。申し訳ありませんがお願いいたします。 

 

（委員長） 

以上ということで、終わらせていただきます。                  

  

 

                         １８時２０分終了 

 

 

  以上会議の顛末を録し、ここに署名する。 

                 委員長 


